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平 成 １ ９ 年 度 決 算 の 概 要 
 

近年の経済情勢を見てみると、都市部と地方における格差が広がっており、特に地方においては

三位一体改革の進捗による地方交付税の大幅削減などにより、地方自治体の財政状況は、これまで

にない深刻な厳しさに直面しています。 

 

このような状況下で高度化、複雑化する市民ニーズを的確にとらえ、人口減少・超高齢化社会の

到来を始めとする様々な社会経済環境の変化に対応し、持続可能な行財政運営基盤の確立を図って

いくために、さらなる行財政改革に取り組み、財政体質の健全化に努めつつ、創造性、自主性を高

め、積極的な施策の展開が可能となるような財政運営を行っていくことが求められています。 

 

本市においても、税源移譲による個人市民税や誘致企業等による法人市民税の増により、自主財

源が２２．７％の伸びを見せたものの、国においては徹底した歳出削減路線を推し進めており、予

断を許さない状況にあることに変わりはなく、平成１８年度に策定した第２次財政健全化計画によ

る新たな財源の確保と一般行政経費の徹底した節減に努めるとともに、施策事業の厳選、予算の重

点的、効率的な配分を行うことにより、健全な財政運営に努めてきました。 
 
 平成１９年度の一般会計の歳入総額は、２３６億５，５７２万円で、前年度に比べて１４．５％

の増、歳出総額は、２３３億３，７９３万円で、前年度に比べて１３．９％の増となりました。ま

た、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は３億１，７７９万円、翌年度へ繰り越すべき財

源の３，１５５万円を差し引いた実質収支で２億８，６２４万円の余剰金を生じ、これから前年度

実質収支１億５，０６３万円を差し引いた単年度収支では、１億３，５６１万円の黒字となりまし

た。 
 
 歳入について前年度と比較すると、市税については、税源移譲に伴う個人市民税（３５．４％）

の増加、さらに企業の好業績による法人市民税（３４０．６％）の大幅な増加により、市税全体に

おいても３８．９％の増加となりました。また、利子割交付金（４４．８％）、配当割交付金

（２９．２％）、自動車取得税交付金（１．０％）、地方交付税（０．１％）についても増加とな

りましたが、所得譲与税が廃止となった地方譲与税（△５２．０％）をはじめ、地方特例交付金（△

６６．２％）、株式等譲渡所得割交付金（△１９．５％）、交通安全対策交付金（△６．１％）、

地方消費税交付金（△１．９％）がそれぞれ減少となりました。 
 
国庫支出金については、生活保護費負担金や知的障害者施設訓練等支援費等負担金、地域住宅交

付金などが減少したものの、公共土木施設災害復旧事業費負担金、安全・安心な学校づくり交付金、

屋内運動場新増築事業費負担金などの増加により、２８．９％の増となりました。 
また、県支出金については、児童厚生施設整備費補助金、森林を守る交付金、魅力あるさが園芸

農業確立対策事業費補助金などが減少したものの、農林水産施設災害復旧費補助金、障害者介護給
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付費等負担金、県民税徴収委託金、参議院議員選挙費委託金などの増加により、４９．０％の増と

なりました。 
繰入金については、財政調整基金や減債基金からの繰入を行ったものの、税収増に伴いその繰入

額を前年度の半分以下にとどめたため、５７．７％の減少となったほか、市債は、臨時財政対策債

や減税補てん債、社会福祉施設整備事業債、義務教育施設整備事業債などが減少したものの平成

１９年度に初めて発行した退職手当債をはじめ、公共土木施設災害復旧事業債が大きく影響し、

１１．２％の増となりました。 
 
 その他の収入では、伊万里港開港４０周年記念事業に対する寄附等による寄附金（３５５．７％）、

ふるさと市町村圏基金出資金返還金等による諸収入（５２．８％）、使用料及び手数料（０．６％）、

分担金及び負担金（０．２％）の増加に対し、財産収入（△８４．４％）、繰越金（４２．１％）

が減少しました。 
 
 歳出については、国見中学校建設事業（平成１９年度は、屋内運動場建設）や平成１８年９月に

被災した公共土木施設や農林水産業施設等の災害復旧事業などに重点的に取り組んだほか、市民活

動支援センター整備事業など市独自の施策の推進にも努めてきました。 
 
 目的別に前年度と比較すると、議会費（△１１．２％）、農林水産業費（△９．８％）、教育費（△

９．３％）など７つの科目が減少しましたが、災害復旧費（５２５．９％）の大幅な増をはじめ、

総務費（４２．２％）、諸支出金（１０．８％）、消防費（８．５％）など６つの科目で増加しまし

た。 
 
 性質別にみると、義務的経費は、人件費（２．２％）、扶助費（０．１％）、公債費（３．９％）

がそれぞれ増加しました。投資的経費は、公共土木施設や農林水産業施設等の災害復旧事業などに

より、６４．１％の大幅な増となりました。その他では、維持補修費（△１２．０％）、補助費等

（△８．０％）が減少し、物件費（１．４％）、積立金（３１３．５％）、投資及び出資金（１３．０％）、

繰出金（１．６％）、貸付金（１７．６％）がそれぞれ増加しました。 
 
 特別会計については、歳入総額で１９６億８０７万円、歳出総額２０４億９，７７５万円となり、

前年度と比較すると、歳入で１．１％の増、歳出で２．３％の増となりました。 
 
 企業会計については、収益的収入総額で２８億２２万円、収益的支出総額で２４億８，３５２万

円となり、前年度と比較すると、収入で３．７％の増、支出で０．８％の減となりました。また、

工業用水道事業特別会計において、第４工業用水道事業の工事が始まったことから、資本的収入総

額で７０億６，９７１万円、資本的支出総額で７８億１，７１１万円となり、前年度と比較すると、

収入で３４０．９％、支出で２６１．１％の大幅な増加となりました。 



（単位：千円）

10,121,645 8,246,359 22.7 42.8

市 税 7,847,117 5,647,512 38.9 33.2

分 担 金 及 び 負 担 金 459,433 458,348 0.2 1.9

使 用 料 及 び 手 数 料 321,770 319,753 0.6 1.4

財 産 収 入 34,495 221,819 △ 84.4 0.1

寄 附 金 21,094 4,629 355.7 0.1

繰 入 金 281,089 664,493 △ 57.7 1.2

繰 越 金 161,039 278,026 △ 42.1 0.7

諸 収 入 995,608 651,779 52.8 4.2

13,534,073 12,409,844 9.1 57.2

地 方 譲 与 税 382,699 796,484 △ 52.0 1.6

利 子 割 交 付 金 23,538 16,251 44.8 0.1

配 当 割 交 付 金 14,547 11,256 29.2 0.1

株式等譲渡所得割交付金 7,527 9,353 △ 19.5 0.0

地 方 消 費 税 交 付 金 553,537 564,302 △ 1.9 2.3

自 動 車 取 得 税 交 付 金 133,480 132,151 1.0 0.6

地 方 特 例 交 付 金 49,458 146,289 △ 66.2 0.2

地 方 交 付 税 5,154,423 5,120,449 0.7 21.8

交通安全対策特別交付金 13,599 14,490 △ 6.1 0.1

国 庫 支 出 金 3,134,179 2,431,895 28.9 13.2

県 支 出 金 2,148,386 1,441,624 49.0 9.1

市 債 1,918,700 1,725,300 11.2 8.1

23,655,718 20,656,203 14.5 100.0

平成１９年度　一般会計歳入歳出決算額

合 計

平成１９年度 平成１８年度

（歳入）

平成１９年度
構 成 比
（ ％ ）

区 分

自 主 財 源

依 存 財 源

増 減 率
（ ％ ）

－ 3 －



（単位：千円）

議 会 費 245,844 276,872 △ 11.2 1.1

総 務 費 4,051,015 2,848,779 42.2 17.4

民 生 費 6,018,081 6,030,363 △ 0.2 25.8

衛 生 費 1,614,912 1,630,363 △ 0.9 6.9

労 働 費 71,277 71,487 △ 0.3 0.3

農 林 水 産 業 費 885,107 980,758 △ 9.8 3.8

商 工 費 437,688 406,151 7.8 1.9

土 木 費 2,076,740 2,138,447 △ 2.9 8.9

消 防 費 959,197 884,159 8.5 4.1

教 育 費 1,946,057 2,146,124 △ 9.3 8.3

災 害 復 旧 費 2,152,660 343,941 525.9 9.2

公 債 費 2,308,830 2,222,624 3.9 9.9

諸 支 出 金 570,525 515,096 10.8 2.4

合 計 23,337,933 20,495,164 13.9 100.0

平成１９年度
構 成 比
（ ％ ）

（歳出）

平成１９年度 平成１８年度
増 減 率
（ ％ ）

区 分

－ 4 －



（単位：千円）

11,044,251 10,848,424 1.8 47.3

4,941,960 4,834,977 2.2 21.2

3,793,589 3,790,938 0.1 16.2

2,308,702 2,222,509 3.9 9.9

3,916,442 2,386,005 64.1 16.8

1,801,726 2,056,095 △ 12.4 7.7

補 助 事 業 費 961,421 1,225,477 △ 21.5 4.1

単 独 事 業 費 743,450 704,776 5.5 3.2

県 営 事 業 負 担 金 96,855 125,842 △ 23.0 0.4

2,114,716 329,910 541.0 9.1

3,817,028 3,928,247 △ 2.8 16.4

2,241,164 2,209,658 1.4 9.6

109,771 124,681 △ 12.0 0.5

1,466,093 1,593,908 △ 8.0 6.3

4,560,212 3,332,488 36.8 19.5

1,456,348 352,196 313.5 6.2

317,925 281,426 13.0 1.4

2,457,939 2,419,866 1.6 10.5

328,000 279,000 17.6 1.4

23,337,933 20,495,164 13.9 100.0

扶 助 費

公 債 費

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 費

平成１９年度 平成１８年度
増 減 率
（ ％ ）

（性質別歳出分析）

平成１９年度
構 成 比
（ ％ ）

合 計

義 務 的 経 費

区 分

投 資 的 経 費

人 件 費

消 費 的 経 費

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

注：普通建設事業費の補助事業費は受託事業費（補助）を含む。

そ の 他 の 経 費

積 立 金

繰 出 金

貸 付 金

投 資 及 び 出 資 金

－ 5 －



（単位：千円）

国 民 健 康 保 険 6,318,832 5,856,827 7.9

介 護 保 険 4,735,044 4,496,854 5.3

立 花 台 地 開 発 事 業 55,025 77,419 △ 28.9

公 共 下 水 道 事 業 2,143,274 2,373,887 △ 9.7

農 業 集 落 排 水 事 業 126,551 127,649 △ 0.9

市 営 駐 車 場 15,618 16,051 △ 2.7

老 人 保 健 6,213,726 6,452,167 △ 3.7

19,608,070 19,400,854 1.1

（単位：千円）

国 民 健 康 保 険 6,551,616 5,923,955 10.6

介 護 保 険 4,663,972 4,327,433 7.8

立 花 台 地 開 発 事 業 541,605 604,761 △ 10.4

公 共 下 水 道 事 業 2,322,051 2,527,220 △ 8.1

農 業 集 落 排 水 事 業 168,590 169,137 △ 0.3

市 営 駐 車 場 15,362 15,569 △ 1.3

老 人 保 健 6,234,549 6,468,401 △ 3.6

20,497,745 20,036,476 2.3

合 計

区 分

平成１９年度　特別会計歳入歳出決算額

増 減 率
（ ％ ）

区 分

（歳出）

平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度

（歳入）

合 計

平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度
増 減 率
（ ％ ）

－ 6 －



（単位：千円）

収入 982,373 996,496 △ 1.4

支出 1,028,853 1,023,227 0.5

収入 295,084 137,297 114.9

支出 295,750 138,206 114.0

収入 1,329,686 1,315,027 1.1

支出 1,078,341 1,085,422 △ 0.7

収入 835,639 808,438 3.4

支出 1,449,623 1,221,953 18.6

収入 488,163 388,393 25.7

支出 376,326 395,731 △ 4.9

収入 5,938,989 657,886 802.7

支出 6,071,739 804,889 654.4

収 益 的 収 支

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

病 院 事 業

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

工業用水道事業

資 本 的 収 支

水 道 事 業

平成１９年度　企業会計歳入歳出決算額

平成１９年度 平成１８年度
増 減 率
（ ％ ）

区 分

－ 7 －
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第１部 活力とにぎわいのあるまちづくり 

 

第１章 産業の振興 

第１節 農業の振興 

近年の農業情勢は、食の安全性に対する関心の高まり、食料自給率の低迷、農業労働力の高齢化や

意欲と能力のある担い手の育成・確保、農村地域の活力低下への対応など、多くの課題が山積してい

ます。また、ＷＴＯ農業交渉を踏まえ、農業の国際競争力の強化等が喫緊の課題となっています。そ

の一方で、全国各地で、地産地消、食と農の連携、都市と農村の交流など、地域の創意・工夫を活か

した改革に向けた新たな動きがみられます。 

そこで、国においては、農政全般の改革を早急に進めるために、平成１７年に新たな「食料・農

業・農村基本計画」を策定し、これに基づき、担い手に対して施策を集中する「品目横断的経営安定

対策」、米の生産調整支援策を見直す「米政策改革推進対策」、農地・農業用水等の資源の保全と質的

向上を図るための「農地・水・環境向上支援対策」の３つを柱にした農政改革が展開されています。 

このように情勢が変わる中で、本市は農業の生産基盤の整備を図るとともに、関係機関・団体と連

携し、国・県の制度事業を活用して、経営基盤の強化や農作業の効率化・省力化、米・麦・大豆にお

いては、担い手への土地集積と規模拡大による農業経営の安定向上を積極的に推進しました。 

また、改革された農業政策では、担い手の育成・確保が最重要課題となっているので、農業簿記の

講習会や制度説明会を開催し、認定農業者、集落営農組織の育成に取り組みました。 

農業部門における主な事業は次のとおりです。 

 

１．農地の確保・保全 

（１）伊万里農業振興地域整備計画策定事業 

平成１３年に策定された農業振興地域整備計画を変更し、新たな整備計画を策定するために、農

用地区域の設定業務に要する経費として、１，３６５千円を支出しました。 

（２）農家負担の軽減対策事業 

厳しい農業情勢が続くなか、土地改良事業の地元負担金の償還について軽減を図るため、川内野

外４地区に助成金として２，１１４千円を支出し、意欲ある担い手の経営基盤強化に努めました。 

（３）国営造成施設管理体制整備促進事業 

国営造成施設は多面的機能を有しており、地域住民、土地改良区及び市が一体となった維持管理

体制の整備を進めるため、伊万里市土地改良区と東山代干拓土地改良区に対して補助金１，７７２

千円を支出しました。 

（４）県営事業に対する負担金等 

①農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（農免農道）（地区名：松浦３期） 

農業生産性の向上及び農産物の流通の合理化を図るため、松浦３期地区を実施し、その事業費

３６，７５０千円に対する負担金３，６７５千円を支出しました。 

②地域水田農業支援緊急整備事業（地区名：伊万里） 

農地の生産性を高め、担い手農家に農地を利用集積し、経営規模の拡大を図るため排水不良田の

暗渠排水整備を３３．６ｈａ実施し、その事業費７３，５００千円に対する負担金１６，６２５千円

を支出しました。 

③中山間地域総合整備事業（地区名：伊万里西部） 

伊万里西部地区の農業・農村地域の担い手の育成及び確保を行い、基盤整備によって農地の高度
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利用化と流動化を可能にし、担い手へ集積して農業生産の発展・拡大を目指し、農村の生活環境を

図るため、１９年度から年度整備を行い、その事業費７３，５００千円に対する負担金１２，４６４

千円を支出しました。 

（５）小規模土地改良事業（市単独） 

国・県の制度事業に適合しない小規模な土地改良事業について、地域の生産基盤整備に資するた

め、農道舗装３２地区、農道改良１地区、水路改良２７地区、ため池改修４地区、その他２地区の

合計６６地区を認可し、事業費３０，０００千円に対する補助金１５，０００千円を支出しました。 

（６）さが農業農村振興整備事業 

農業生産力の維持・強化に向けた生産基盤の確保や、中山間地域が果たす多面的機能の維持等を

図るため、大川内町岩谷地区の水路整備を実施し、事業費４，６０１千円を支出しました。 

（７）基盤整備促進事業（西八谷搦地区） 

農地の集積化及び汎用化を図り、高付加価値農業への転換による農業経営の向上や担い手農家の

育成を図るため、ほ場整備を実施し、事業費２７，０６０千円を支出しました。 

（８）農地・水・環境保全向上対策事業 

平成１９年度から平成２３年度までの５カ年事業として、農村地域にある農地、農業用施設など

の資源や農村環境の良好な保全とその質的向上を図るため、地域ぐるみで取り組みを支援する事業

で、市内４６地区で取組み、１１，９４８千円を補助金として支出しました。 

（９）農業委員会一般事業 

農業委員自らが、積極的に農業者の代表として業務に携わり、農地法に基づく農地保全事業のほ

か、農地の無断転用防止・優良農地の保全を図るため地域の農地保全指導の強化を行うとともに農

業委員会だよりを発行して農地保護の啓発を行いました。さらに多様な担い手を対象に、効率的で

安定的な農業経営育成を目的とした、簿記記帳講習会及び家族経営協定の締結を進め、農業者の経

営管理能力の向上を図るため、これらの事業に要する経費として９，５５８千円を支出しました。 

 

２．農業経営の安定化 

（１）魅力あるさが園芸農業確立対策事業 

魅力ある園芸農業を確立するため、エコ農産物等の生産に必要な機械・施設等の整備に要する経

費として、魅力あるさが園芸農業確立対策事業費補助金３０，７７８千円を支出しました。 

（２）水田農業構造改革対策事業 

「米政策改革大綱」に基づき、平成１６年度より展開されている「米政策改革対策」について、

生産組合における円滑な推進を図るため、水田農業構造改革対策特別事業費補助金として２，５３３

千円を支出しました。 

また、新たな米政策の円滑な推進を図るための協議会等活動費として、伊万里市水田農業推進協

議会推進事業費補助金２，６９３千円、および方針作成者推進事業費補助金４８千円を支出しま

した。 

さらに、生産性の高い米・麦・大豆作りを確立するため、低コスト・高品質化の推進に必要な農

業機械等を導入する新たな米政策対策事業費補助金２５，１０５千円を支出しました。 

（３）農業・食品産業強化対策整備交付金事業 

商品価値の高い米・麦・大豆生産に取り組むため、農薬の適期撒布、防除作業の省力化を図るた

めの無人ヘリコプターの導入や、収益性の高い水田農業の実現を目指すシステムを構築するため、

農業・食品産業強化対策整備交付金６，４７４千円を支出しました。 
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（４）被害農作物対策事業 

有害鳥獣（カラス・イノシシ等）による農作物の被害を防止し、農業経営の安定向上を図るため、

有害鳥獣対策事業費補助金５，８３０千円を支出しました。 

また、イノシシによる農作物の被害が増加する中、駆除従事者の若返りを図るとともに、駆除従

事者を増やすため狩猟免許取得促進特別事業費補助金９５千円を支出しました。 

（５）農家負担の軽減対策事業 

農業経営の安定と資本整備の高度化を図る資金の融資に対し、市農林漁業振興共同化資金利子補

給補助金２，３５１千円を支出しました。 

また、効率的かつ安定的な農業経営を育成するための農業経営基盤強化資金利子補給補助金８７７

千円を支出しました。 

（６）中山間地域等直接支払交付金事業 

中山間地域における農業生産条件の不利を補正し、耕作放棄の発生の防止と水源涵養機能や洪水

防止機能等の多面的機能の確保を図るため、中山間地域等直接支払交付金として、１７８，５２９

千円を支出しました。 

（７）国営伊万里土地改良事業にかかる農家負担の軽減対策事業 

国営伊万里土地改良事業にかかる地元負担金の軽減を図るため事業負担金として９７，８８６千

円を、また、農家負担の軽減を図るため担い手農家負担金助成金１，０１０千円を支出しました。 

さらに、農家負担軽減対策の一環として伊万里市土地改良区の運営に対し補助金４，３１９千円

を支出しました。 

（８）野菜価格安定対策事業 

野菜経営の安定と生産者の健全な発展を図る野菜価格安定基金制度への造成金として、野菜価格

安定対策事業費補助金３，０８０千円を支出しました。 

（９）畜産振興対策事業 

畜産農家の経営診断を実施し、畜産経営の堅実な発展を推進するため、畜産経営診断負担金とし

て５０千円を支出しました。 

さらに、肥育素牛の生産拡大や家畜糞尿の処理に要する施設・機械及び自給飼料の増産を図るた

めの機械等を導入する、さが畜産自給力強化対策事業費補助金として４，９２０千円を支出しまし

た。 

（10）家畜衛生対策事業 

家畜の疾病予防、衛生知識の啓発と家畜診療業務の円滑化を図るため、伊万里・西松浦地区家畜

自衛防疫協会と広域家畜診療所の運営費に対し負担金５５３千円を支出しました。 

また、死亡獣畜の処理にかかる農家負担軽減のため死亡獣畜処理対策事業費補助金２，３４２千

円を支出しました。 

（11）伊万里牛振興会支援事業 

高級牛肉として認知されている「伊万里牛」を今後も消費者等へアピールし、足腰の強い肉用牛

経営の基礎を作り生産牛を含めた肉用牛経営の安定向上を目指す伊万里牛振興会に対し補助金

２，１１２千円を支出しました。 

（12）耕畜連携・資源循環型農業推進事業 

耕種農家と畜産農家を有機的に連携させ、良質な堆肥を供給するシステム構築のため、機械等を

整備する耕畜連携・資源循環型農業推進事業費補助金１，７６３千円を支出しました。 
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（13）農業者年金基金受託事業 

農業者年金受給者に対する手続きの受託業務に加えて、農業者の老後設計と後継者育成を目的と

する農業者年金加入促進のための戸別訪問に６４３千円を支出しました。 

（14）伊万里牛高齢者等肉牛飼育モデル事業 

肥育素牛の自給率向上のため、６頭の繁殖雌牛の貸付を行いました。また、伊万里地方酪農業協

同組合より１，０００千円の寄付受納を行い、基金へ積み立てました。また、制度の見直しに伴い、

国費分の返還金として、１，２３８千円を支出しました。 

（15）農業・食品産業強化対策整備交付金事業（園芸対策） 

産地競争力の強化を図るため、省エネルギー化や省力化等の推進に必要な機械・施設等の整備に

要する経費として、農業・食品産業強化対策整備交付金事業費補助金７，１３７千円を支出しまし

た。 

（16）施設園芸省エネルギー化緊急対策事業 

原油価格の高騰に緊急に対応し、施設園芸の省エネルギー化を推進するために必要な資材の購入

に要する経費として、施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金１，８６６千円を支出しまし

た。 

 

３．担い手の育成・確保 

（１）農業青年等活動促進事業 

農業青年組織等の育成強化を図るため、伊万里地区４Ｈクラブ連絡協議会、大川町新農業経営者

グループの活動に対し、補助金６０千円を支出しました。 

（２）若い農業者就農促進事業 

次代を担う青年農業者の育成・確保を図るため、就農支援資金を借りた伊万里市在住の青年農業

者の償還減免額の一部を補助するために２４０千円を支出しました。 

（３）農業経営相談事業 

農業後継者の結婚問題を中心に取り組む専門相談員を配置し、独身男女の出会いの会の開催や情

報の収集・提供を行うなどの相談業務を推進するため、相談業務委託料として３２９千円を支出し

ました。 

（４）担い手総合支援推進事業 

効率的かつ安定的な農業経営への経営改善支援に取り組むとともに、担い手の育成・確保に取り

組む伊万里市担い手育成総合支援協議会の活動に要する経費の負担金として１３２千円を支出しま

した。 

（５）伊万里農業未来塾新規就農者育成確保推進事業 

農業外からの新規就農の確保、将来における担い手の増加につなげるため、新たに伊万里農業未

来塾を開催し、その経費として３００千円支出しました。 

 

４．市民との交流 

（１）グリーンツーリズム推進事業 

本市の農業や農村、農畜産物への理解醸成と消費者や都市住民との交流を図るために、日帰り・

宿泊型の「畑の中のレストラン」を開催するとともに、ブランド化しつつある梅の生産園を活用し

た「梅まつり」を開催するための支援経費として、１，１５１千円を支出しました。 
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第２節 林業の振興 

森林に対する国民の要請は、木材の生産機能から、水源の涵養、国土や自然環境の保全、地球温暖

化の防止、レクリエーションや教育の場としての利用など、森林が持つ多面的機能の発揮へと多様化

しています。 

その一方で、これまで森林の多面的機能の発揮に重要な役割を果たしてきた林業においては、木材

価格の長期低迷等による採算性の低下、森林所有者の高齢化及び後継者不足から、森林所有者の林業

離れが加速し手入れのされない森林が増加するなど、このままでは森林の多面的機能の低下が危惧さ

れる状況になっています。 

このようなことから、森林の有する多面的機能の発揮を促す適正な森林整備を行うため、間伐事業

や新規植栽事業等に取り組み、平成１８年に発生した林地の災害復旧事業に取り組むとともに、林業

の生産基盤である林道整備を行いました。 

また、森林整備に必要な森林施業計画の策定や県・森林組合と共同し利用間伐事業に取り組み、間

伐材をはじめとする伊万里産木材の利用促進など、林業振興の積極的な推進を行いました。 

林業部門における主な事業は次のとおりです。 

 

１．森林の保全・保護 

（１）生活環境保全林管理事業 

松浦富士と呼ばれる腰岳山頂へ通じる遊歩道周辺が整備された腰岳生活環境保全林と南波多町大

野岳山頂部に整備された大野岳生活環境保全林の管理委託料として１，０６９千円を伊万里西松浦

森林組合へ支出しました。 

（２）森林施業計画策定事業 

適切な森林整備の推進を図るため、森林所有者等にて行われる森林施業が計画的に実施されるよ

う、２４団地についての森林施業計画策定業務委託料として９９７千円を伊万里西松浦森林組合へ

支出しました。 

（３）治山一般事業 

平成１８年及び７月に発生した農林地崩壊防止工事事業費として６，２０５千円を支出し、林地

の保全に取り組むとともに、県営事業として取り組んでいる地すべり防止対策事業、予防治山事業

等の円滑な推進を図るため、佐賀県治山林道協会負担金として１，１９５千円を支出しました。 

（４）林地崩壊防止事業 

１８年に発生した２ヶ所の林地崩壊の復旧のため林地崩壊防止事業費として４，８１４千円を支

出しました。 

（５）大野岳環境管理事業 

大野岳生活環境保全林内に設置したトイレ等の管理費として、９１千円を支出しました。 

（６）梅園管理運営事業 

平成元年度より分収林契約を行っている梅園の管理業務委託料として、４９３千円を伊万里西松

浦森林組合に支出しました。 

（７）腰岳健康の森管理事業 

腰岳の自然の中で森林・林業の認識を深めながら憩える場として整備した腰岳健康の森の管理の

ため、腰岳健康の森修景施業業務委託料として伊万里西松浦森林組合へ７０１千円を支出しました。 
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２．林業経営の安定化 

（１）林業・木材産業構造改革事業 

集成材加工工場として進出した中国木材に対し、原料となる国産杉等のラミナ材を出荷するため

に設立された西九州木材事業協同組合の経営診断に要する費用として補助金２２３千円を支出しま

した。 

（２）佐賀西部地域林業後継者育成事業 

伊万里市、武雄市、有田町の林業後継者育成を促進するため、先例地研修や林業経営研修会等に

必要な経費として、佐賀西部地域林業後継者対策協議会に１５０千円を支出しました。 

（３）伊万里産木材利用促進事業 

高齢化や担い手不足により荒廃が進んでいる森林の整備を促進するため、間伐事業により発生す

る木材の搬出経費に補助することで市内産木材の利用を促進するとともに、林家の経営の安定を図

るため補助金２，５００千円を支出しました。 

（４）林道整備事業 

森林整備の促進と地域林業の基盤施設として、佐賀県において開設されている県代行林道滝野線

・大川眉山線２路線の用地測量及び境界杭設置、環境整備等委託料として１，６９７千円を支出す

るとともに、用地購入費として５，３５０千円を支出しました。 

 

３．担い手の育成・確保 

（１）林業研修センター管理運営事業 

林業者の研修、集会等の活動による林業生産活動の充実と効率化を図ることを目的に建設された

林業研修センターの指定管理料として、９０７千円を伊万里西松浦森林組合へ支出しました。 

（２）森林整備担い手育成事業 

森林整備の担い手の通年雇用を促進するため、社会保険料等の一部を森林整備担い手育成事業補

助金として１，７３２千円を伊万里西松浦森林組合へ支出しました。 

 

４．市民との交流 

（１）木工芸センター管理運営事業 

木工芸品の製作を通じて森林・林業への認識を深めるために設置された、木工芸センター施設指

定管理料として、１，３３３千円を伊万里西松浦森林組合へ支出し、建設から２０年が経過し腐食

等により危険な状況となった丸太柱の補強応急工事費として１８９千円を支出しました。 

（２）都川内森林公園管理事業 

市民が森林浴や散策をしながら憩える場として整備された都川内森林公園の草払い、トイレ清掃

等の管理委託料として５１０千円を支出しました。 

 

第３節 水産業の振興 

水産業を取り巻く情勢は、水産資源の減少や水産物輸入の増大を主因とする水産物価格の低迷、燃

料油の高騰さらには消費者ニーズの多様化等による魚離れ等、漁業経営を継続して行くには極めて厳

しい状況にあります。 

このため、沿岸漁業の振興、沿岸水産資源の確保のための放流事業等を行いながら「つくり育てる

漁業」の推進強化を図りました。 

水産業部門における主な事業は次のとおりです。 
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１．漁場の保全・保護 

（１）内水面漁業放流事業 

内水面漁業の資源確保、河川環境の保全を図るため、ウグイ、オイカワ、モクズガニ等の放流事

業費補助金として２７千円を大川町漁業協同組合へ支出しました。 

 

２．漁業経営の安定化 

（１）水産業振興一般事業 

玄海地域における広域回遊魚種資源の維持増大を図り、沿岸漁業の振興に寄与することを目的と

し、県、玄海地区３市町及び漁業団体の出資により設立された佐賀県玄海栽培漁業協会の会費とし

て３７１千円の支出を行うとともに、当協会の回遊資源増大パイロット事業として行われたマダ

イ、ヒラメ等の放流事業及び養殖のための水中ポンプ施設設置費負担金として４１７千円を支出し

ました。 

（２）沿岸漁業振興特別対策事業（単独） 

沿岸漁業の水産資源確保のため、アサリ、ナマコ等の放流事業費補助金として６１千円を波多津

漁業協同組合へ支出しました。 

（３）波多津漁港管理事業 

漁港・漁場の整備促進と適切な維持管理を図り、水産業振興と地域の活性化を目的に設置された

佐賀県漁港漁場協会に負担金として２８千円を支出するとともに、波多津漁港の施設管理、利用漁

船・遊漁船の係船指導及び漁港内の清掃等を行い、漁港内の保全・維持管理を行うための管理委託

料として３０３千円を波多津漁業協同組合へ支出しました。 

（４）波多津漁港改修事業（単独） 

平成８年度～平成１３年度に実施した高潮対策事業により家屋に被害を及ぼしているため、建物

損失補償金として３件に対し３９９千円を支出し、残る家屋の建物事後調査業務委託費として３９９

千円を支出しました。 

平成１６年度までに施行した物揚場及び道路の舗装にクラックが発生したため、その補修費用と

して２９４千円を支出しました。 

 

第４節 工業の振興 

１．企業経営の安定化 

誘致企業の一部に活発な設備投資が見られるものの底上げまでには至らず、本市の工業全体として

は燃料や原材料の高騰などで厳しい経営状況が続いています。 

このため、中小企業に対する金融支援策として、中小企業振興資金貸付事業の原資として、市中金

融機関や商工中金に対して１７０，０００千円を預託しました。 

その結果、４８企業に対して設備資金２１件９０，０２０千円、運転資金３３件１３２，２６０千円

の貸付を行い、これに伴う当該貸付金の信用保証料について５，１７６千円を補填しました。 

また、中小企業信用保険法の規定に基づく経営安定関連保証制度の申請に対する認定を行い、特別

保証枠の制度活用を推進しました。 

 

２．企業立地環境の整備、新規立地の推進 

平成１９年６月１１日に施行された企業立地促進法に基づき、武雄市との連携のもと、自動車、造

船、半導体関連産業の集積を目指す基本計画を作成し、平成１９年７月３０日付けで国の第１号同意
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を得ました。 

この基本計画を指針としながら、新規の企業誘致に向けて企業訪問等により立地勧奨を行ったほか、

既存企業の事業拡張の促進を図るため、フォローアップ活動に取り組みました。 

その結果、㈱ＳＵＭＣＯの事業拡張によるソーラー工場の進出や分散する研究開発部門を集約する

ための新評価棟の建設が決定されるなど、伊万里団地の分譲率が約９９％となったほか、大坪町白野

には辛子明太子など水産加工品を製造する㈱かねはの進出が決定しました。 

また、新規企業の立地や既立地企業の増設、機能集約などにより、本市への転勤者の増加が予想さ

れることから、市内への転入を促進し、定住化を図るための転入支援窓口を設置しました。 

さらに、企業立地の促進を図るためには工業団地の適正な維持管理が必要なことから、伊万里団地

の緑地管理や工場排水ポンプの維持管理に努めるなど、これらに要した経費として３，４８０千円を

支出しました。 

 

第５節 新産業の創出・育成 

佐賀大学海洋エネルギー研究センター（ＩＯＥＳ）を核とする構造改革特区「伊万里サステイナブ

ル・フロンティア知的特区」における特定事業の適用を受ける事業主体を追加するなど、海洋温度差

発電に関する研究、開発の促進に努めました。 

 

第６節 商業の振興 

本市の商業の景況は、郊外型大型店の進出、個人消費の伸び悩みや消費者ニーズの多様化などによ

り、依然として厳しい状況にあります。 

このようなことから、商業の振興を図るため次の事業に取り組みました。 

 

１．小売業の活性化 

個人消費の伸び悩みやニーズの変化に加えて郊外型大型店との競合などにより、商店街の集客や売

上げが落ち込んでいることから、商店街や商工会議所などが中心となった商業の活性化に向けた取り

組みに対して支援を行いました。 

まず、各種集客イベントなど商店街の活性化に向けた自主的な取り組みに対して１，１００千円を

支出したほか、中心市街地の活性化を図るため、伊万里らしい街並みの整備による潤いと賑わいのあ

る街づくりを推進するＴＭＯ（街づくり機関）の伊万里商工会議所に対し１１０千円を支出しました。 

また、中心市街地や商店街を訪れる来街者の利便性の向上を図るため、中央、船屋町、幸善町、駅

前、駅前広場、駅前東の６ヶ所の駐車場を運営しました。 

平成１９年度においては、延べ４７，１３２台（月ぎめ含む）の利用があり、その使用料は

１５，１３４千円（月ぎめ含む）となり、前年度と比較して、利用台数については２，１２７台の増、

使用料については９１６千円の減となっています。 

歳入総額は１５，６１７千円で、そのほとんどが使用料となっています。 

また、歳出総額は１５，３６２千円で、主なものとして、指定管理料７，４５５千円、全自動料金

精算システムリース料１，７５１千円、土地借上料４，７８４千円などとなっており、歳入歳出差引

２５５千円の収益増となりましたので、平成２０年度に繰越を行いました。 

 

２．小売業経営の安定化 

商工会議所に対し補助金８００千円を支出し、小売事業者を対象にしたパソコンや簿記などの各種
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研修会や講習会等を実施するとともに、消費者ニーズにマッチした品揃えや商品陳列、店の内外装な

どの指導に取り組みました。 

また、商工会議所内に設置されている中小企業相談所に対し、税務・経理に関する一般的な経営相

談や新規創業、人材育成など中・小規模事業者の育成に取り組むための補助金３００千円を支出しま

した。 

 

第７節 観光の振興 

観光については、「焼き物とフルーツの里･伊万里」のキャッチフレーズに代表されるように窯業や

農業などの産業活動から生産されたものを観光資源として活用した産業観光を中核に据え、陶磁文化

や祭りイベント、恵まれた自然､景観などを活用した観光振興に努めました。 

観光部門における主な事業は次のとおりです。 

 

１．観光ＰＲの充実 

伊万里市物産観光振興協議会事業として、福岡都市圏に向けて「伊万里」の情報発信を行うとと

もに、観光のみならず農林水産・企業誘致等、幅広い産業面での宣伝活動に結びつけるために、エ

ージェント・マスコミ招聘事業を行ったほか、市内のイベントに合わせ物産展を開催しました。 

また、広域的な取り組みとして、佐賀県内の観光地がひとつになり全国に向けた総合的な観光宣伝

を行う｢ウェルカム佐賀キャンペーン事業｣や佐賀県観光連盟、佐賀県物産振興協会などによる広域的

な宣伝活動に努め、テレビ、ラジオ取材や旅行雑誌等への掲載によるＰＲを行いました。 

さらに新たな試みとして、福岡都市圏において松浦市との共同による物産展「伊万里・松浦どっち

もうまか祭ｉｎ福岡２００８」を開催し、特産品の販売促進や観光情報の発信に努めました。 

これら観光ＰＲのための経費として５，６３３千円を支出しました。 

 

２．個性的な観光地づくりの推進 

国指定の史跡であるとともに伊万里市随一の観光地である大川内山をはじめ、市街地の散策やグル

メ情報など伊万里の魅力を満載した観光パンフレット「ぶらりいまりめぐり」を１０年ぶりに全面改

訂し作成しました。 

また、観光客を誘致する祭りやイベントについては、恒例の「どっちゃん祭り」や「いまり秋祭

り」をはじめ、焼き物の町にふさわしいイベントである「国際アマチュア陶芸展」の開催などにより、

観光客の増加に努めました。 

さらに、福岡都市圏観光客誘致事業として、市民との協働により観光地づくりを行い、新たな観光

コースの開発に努めました。 

これら、個性的な観光地づくりのための経費として９，３６４千円を支出しました。 

 

３．観光客受け入れ体制の整備 

イマリンビーチや大川内山キャンプ場は､家族連れやグループなどでの身近なレジャー施設として

親しまれていますが、これらの維持管理費として１０，２９７千円を支出しました。 

公園については、竹の古場公園をはじめ玄海国定公園区域内の大平山公園、高尾山公園等の自然公

園及び藩窯公園などの維持管理に要する経費として１０，２３８千円を支出しました。 

一方、ソフト面においては、伊万里の魅力をＰＲするとともに、観光客の満足度を高め、さらな

る観光客の増加を図るため、観光ボランティアガイド養成事業を行いました。現在は２９名のボラ
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ンティアガイドの会員により、市街地や大川内山で本格的にガイドを行っています。 

この経費として８１千円を支出しました。 

 

第８節 貿易の振興 

伊万里港においては、平成９年４月に韓国・釜山港との国際コンテナ定期航路が開設され、以来、

官民一体となった積極的な集荷、航路誘致活動を展開してきました。 

この結果、中国直行航路３航路（大連・青島、上海、華南ラウンド）、韓国（プサン）積み替え航路

１航路を有する港に成長し、北部九州における国際物流拠点として確固たる地位を築いてきたところ

です。 

ただ、ここにきて右肩上がりに伸びてきた取扱い貨物量も陰りを見せ始め、近隣港との集荷競争の

激化が顕著になってきています。 

このような中、平成１９年度は、伊万里港開港４０周年、コンテナターミナル開設１０周年の節目

の年にあたったことから、佐賀県伊万里港振興会を中心とした実行委員会が組織され、「新海流ＩＭＡＲＩ’
２００７」と銘打った記念事業が開催されました。 

記念式典や七ツ島工業団地内での記念イベント、コンテナターミナル見学会など様々な趣向を凝ら

したイベントが開催され、伊万里港のＰＲ、港を活かした新たな経済活動など、今後の伊万里港を中

心とした市の発展可能性を内外にアピールすることができました。 

また、佐賀県伊万里港振興会の従来からの事業である国内、国外ポートセールス活動も記念事業に

合わせ積極的に行われました。 

これらの事業に市は事務局としてその企画、立案、実施の中心としてその役割を果たすとともに、

これらに要した経費として、１３，８００千円を支出しました。 

「伊万里・アジアネットワーク事業」は成長著しい中国を始めとした東アジア諸国に近いという地

理的優位性を活かし、伊万里市の経済活性化を図る目的で事業を実施しております。 

平成１６年度に市、民間団体及び大学等からなる「伊万里･アジアネットワーク事業推進委員会」を

組織し、市はその事務局として事業計画の具体化に向けた取り組みを進めてきたところです。 

その中で、平成１９年度は、伊万里港開港４０周年、コンテナターミナル開設１０周年、また中国

大連市との友好交流２０周年の節目にあたったことから、今までの「伊万里梨」「伊万里焼」の試験販

売に加え、両市の友好都市締結と合わせ、中国大連市の日系高級ホテルにおける伊万里焼の展示、伊

万里焼コーヒーカップの使用など、ＰＲ活動を５か月間実施いたしました。 

加えて大連市内にある「大連海事大学」と協調して「伊万里文化の伝承」を行うため、同大学が開

設する陶芸講座に協力するこことし、陶芸用窯の設置を助成しました。 

また、現地での経済活動の拠点を開設すべく「ＳＨＯＰ ＩＭＡＲＩ」事業展開調査研究活動を行

い、今後の経済交流活動に向けた展望や課題を整理したところであり、これらに要した経費として、

３，６８３千円を支出しました。 

 

第９節 雇用・勤労者対策の推進 

１．多様な就業機会の創出 

市内大手企業の事業拡張に伴う新規雇用などもあって、管内の有効求人倍率は県内の平均を上回り

ましたが、雇用形態が非正規雇用へシフトする傾向にあることや高齢者、障害者などの雇用の場は限

られていることなど、雇用状況が好転するためには課題も残されています。 

こうしたなか、職業安定所や商工会議所等の関係団体と一体となって、「ふるさと企業ガイドブッ
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ク」を作成したほか、高等学校の進路指導の先生方による市内企業の視察や、産学官懇談会を実施す

るなど、新規学卒者の市内定着、人材確保に取り組みました。 

また、女性や高齢者、障害者などの雇用促進について、国県やハローワークと連携しながら、広報

掲載やポスター掲示等による普及啓発に努めました。 

 

２．安心できる労働環境の確保 

市内中小企業に働く人たちが豊かで充実した生活を送ることができるよう、中小企業における従業

員の福祉厚生の増進を図る（財）佐賀県中小企業勤労者福祉サービスセンターの運営負担金とし

て４２７千円を支出したほか、伊万里地区労働者福祉協議会が実施する福利厚生活動に対する補助

金として８００千円を支出しました。 

また、勤労者福祉資金の充実のため、勤労者の住宅ローン等の一般大口貸付として福利共済資金貸

付の原資となる預託金３０，０００千円、生活資金貸付としての福利厚生資金の原資となる預託

金４０，０００千円を労働金庫に預託しました。 

その結果、福利共済資金３８２件１，０７９，５９１千円の貸付実績がありました。 

さらに、勤労者の福祉向上を目指し各種活動を行っている佐賀県労働者福祉基金協会の基盤強化の

ため５０千円を支出しました。 

 

第２章 都市基盤の整備 

第１節 交通体系の整備 

１．幹線道路の整備 

都市間基幹道路である西九州自動車道の唐津伊万里道路（伊万里市域の延長約７ｋｍ）については、

懸案の谷口インター部の設計協議が、平成１９年９月に地元の了解を得ましたので、幅杭を設置し、

用地調査に入りました。 

併せて大曲～原屋敷間の用地買収（５２筆、１８，６０５㎡）の促進に努め、この間の用地取得率

は８３．８％になりました。 

伊万里道路（延長約６．６ｋｍ）については、平成１９年５月に路線測量に向けた地元説明会を開

催し、路線測量が一部を除いて終了しました。 

伊万里松浦道路（延長１０．１ｋｍ）は、山代～県境間の用地買収（２４０筆、９６，４６７㎡）

を平成１９年１１月より着手し、用地取得率は５２．７％になり、また、伊万里西～山代間の測量立

入り説明会を平成１９年８月に開催し路線測量が実施されました。 

市内幹線道路である国道においても、国道２０４号二里山代線（天神橋～楠久津間）の４車線化改

良事業、国道４９８号大坪バイパス建設、県道黒川松島線バイパス建設、国道２０２号伊万里バイパ

ス（白野地区４車線化改良）についても進捗が図られました。 

これらの事業を円滑に推進するための事業促進活動に要する経費として、３，０１８千円を支出し

ました。 

都市計画道路は、都市の健全な発展を促し人々が快適に生活を営んでいくうえで基本となる施設で

す。このため、平成１９年度は伊万里都市計画道路の３路線の本工事、調査設計、用地取得、物件補

償等に１４８，６４７千円を支出しました。 
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  事業の主な内容は次のとおりです。                   （単位：千円） 

路 線 名 事 業 費 事   業   内   容 

大坪木須線 

 

まちづくり交付金事業 

(現年度)    55,800

(明許繰越)   73,200

本工事  橋台(永山高架橋)１基 

用地取得 485㎡ 

物件補償 一式（NTT、九電、ICTV、上水道管） 

本工事  L＝300ｍ 

陣内白野線 
まちづくり交付金事業 

       15,000

本工事  土工、擁壁工 一式 

委託料  建物調査 

用地取得 418.19㎡ 

物件補償（立木、工作物等）一式 

伊万里駅南口

線関連 
市単独        4,647

用地取得  102.33㎡  

物件補償（家屋等） 一式（前払金） 

計 148,647  

 

２．交通弱者の移動手段の確保 

バス路線については、利用者のバス離れで路線維持が困難となっている地域が数多くあるなか、沿

線住民の日常生活の交通手段を確保するため、地方バス路線維持費補助金として６５，８４１千円

を支出しました。 

また、市街地の公共施設や商業施設、病院や住宅地などを巡回し、お年寄り等の交通弱者の日常生

活の足を確保するためのコミュニティバス「いまりんバス」の運行経費として４，０４３千円を支出

しました。 

 

３．利便性の高い公共輸送機関の整備 

松浦鉄道は少子化やモータリゼーションの進展で利用者が減少し、経営環境は厳しいものがあります。 

そこで、連絡協議会活動を通じて運営支援に努めたほか、沿線の関係自治体が一体となって老朽化

した施設や車両の整備を行う「松浦鉄道施設整備事業」に対して、２２，７３６千円を支出しました。 

一方、ＪＲ筑肥線については、一層の利用促進を図るため、沿線市町で組織し連携している「筑肥

線複線化電化促進期成会」において、利用しやすいダイヤの設定など快適な輸送サービスについて要

望活動を行いました。 

 

第２節 道路の整備 

１．安全な生活道路の整備 

今日の車社会に対し、歩行者や通行車両の安全を確保するため、側溝や路肩部等の改修や補修を行

うとともに、舗装補修や局部改良等を請負工事による施工や原材料支給による地元施工等により、市

民と密着している「足もと道路」について次のとおり重点的に整備しました。 

（１）市道維持補修事業                          （単位：千円） 

事 業 名 事 業 費 事   業   内   容 

側 溝 整 備 31,348 34路線 Ｌ＝ 1,057ｍ 

一 般 補 修 16,299 23路線 Ｌ＝   307ｍ 

落 石 防 止 1,511 1路線 Ｌ＝    24ｍ 

舗 装 補 修 16,521 12路線 Ａ＝ 3,919㎡ 

局 部 改 良 5,320 4路線 Ｌ＝   115ｍ 

原 材 料 費 21,892 生コン、側溝蓋、側溝本体、アスファルト合材等 

計 92,891  
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２．快適な生活道路の整備 

道路は、あらゆる産業経済活動を支える最も基本的な社会資本として、地域社会の活性化を図るた

めの重要な公共施設です。 

近年における道路に対する市民のニーズは、ますます多様化してきており、道路の持つ基本的役割

を踏まえ、安全で快適な生活基盤の充実及び豊かな地域社会の創出を図るため、増大する交通需要に

対して国道・県道の基幹交通網と一体となった市道の整備に努めました。 

平成１９年度は、地方道路交付金事業１路線、都市再生道路整備事業１路線、辺地対策事業１路線、

道整備交付金事業５路線、市道整備事業１３路線を実施し、この経費として、工事請負費１１５，４６０

千円、測量設計委託料１７，６１９千円、用地費１０，６１２千円、補償費６，７８５千円を支出し

ました。 

また、県営事業による道路改築の負担金として８，５５０千円を支出しました。 

  事業の主な内容は次のとおりです。 

（１）地方道路交付金事業                         （単位：千円） 

路 線 名 事 業 費 事   業   内   容 

提川・川西線 14,376 測量・設計１件、用地取得５件 

（２）都市再生道路整備事業                        （単位：千円） 

路 線 名 事 業 費 事   業   内   容 

栄町・永山線 14,376 
道路排水工Ｌ＝53ｍ、 

用地取得24件、物件移転補償18件 

（３）辺地対策事業                            （単位：千円） 

路 線 名 事 業 費 事  業  内  容 

立岩・東分線 34,776 
改良Ｌ＝296ｍ、舗装Ｌ＝296ｍ 

用地取得11件、物件移転補償6件 

（４）道整備交付金事業                          （単位：千円） 

路 線 名 事 業 費 事  業  内  容 

重橋・中山線 14,476 改良Ｌ＝243ｍ、舗装Ｌ＝193ｍ、Ｗ＝5.0ｍ 

下平２号線 11,687 改良Ｌ＝37ｍ、舗装Ｌ＝120.4ｍ、Ｗ＝5.0ｍ 

古賀・正力坊線 14,263 
改良Ｌ＝285.5ｍ、Ｗ＝6.0ｍ 

用地取得3件、物件移転補償2件 

真手野・中山線 10,287 改良Ｌ＝222.5ｍ、Ｗ＝6.0ｍ 

脇野・下分線 5,957 測量・設計1件、用地取得13件、物件移転補償4件 

    計 56,670  

（５）市道整備事業                            （単位：千円） 

路 線 名 事 業 費 事  業  内  容 

古川・村分線外12 

路線 
32,036 

改良Ｌ＝684.9ｍ、舗装Ｌ＝206.3ｍ、用地取得9件 

物件移転補償8件、測量・設計2件 

（６）県営事業負担金                           （単位：千円） 

事 業 名 路 線 名 事 業 費 負 担 率 負 担 金 

道路改築 伊万里・有田線 57,000 15/100 8,550
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第３節 港湾機能の整備 

伊万里港はコンテナ貨物取扱量の増加や伊万里港周辺の企業進出や拡張により、港湾活動が活発化

していることや、世界的に船舶の大型化が進んでいることにより、七ツ島地区に水深１３ｍ、延長

２６０ｍの岸壁整備が平成１７年度より、国の直轄事業として着手され、ケーソン製作１５函の内、

平成１８年度にケーソン６函、平成１９年度にもケーソン６函が製作されました。 

また、県においても船舶の大型化に対応した港湾整備として、久原北地区の航路浚渫も実施された

ところです。 

伊万里団地には周辺地区も含め、近年相次ぐ企業進出により、通勤車輌や取扱貨物量の増加に伴い、

朝夕の出退勤時を中心に国道２０４号や臨港道路久原瀬戸線の交通量が増加しており、数年後には更

に交通量が増えるものと見込まれることから、現況の２車線では交通渋滞が予測されます。 

このようなことから、本年６月には山代町開発促進協議会他２団体と共に、佐賀県に対して臨港道

路久原線の４車線化整備の要望活動を行なったところです。 

これら事業の円滑な推進を図るための経費として２，０５３千円を支出しました。 

 

第４節 水資源の開発 

１．安全で安定した水源の確保 

市民生活の多様化や都市化の進展、更には企業誘致の推進などにより年々増大する水需要に対処する

とともに、上水道未普及地域の解消を図るため、新たな水資源の開発は本市の重要な課題となっていま

す。 

水道事業においては、その水源として県営事業で建設が進められている井手口川ダムで、平成１４

年５月に佐賀県知事と地権者会との間で「井手口川ダム建設に伴う損失補償等に関する協定書」の調

印が行われ、以来、地権者との契約が順次進められてきました。平成１９年度をもって用地交渉はほ

ぼ完了し、年度末にはダム本体工事が着工されたところです。 

そのような中、平成１８年度から「井手口川ダム周辺整備計画」について、地元、県、市で組織を

立ち上げ議論を進めてまいりました。平成１９年度は周辺整備の基本方針の決定やゾーンごとの整備

方針を定めたところです。 

本市においては、その「井手口川ダム周辺整備計画検討委員会」の事務局として地元関係者や佐賀

県との協議、調整を行うとともに、地元関係者による先例地事例の調査への同行等を行い、これらに

要した経費として、６００千円を支出しました。 

工業用水道事業においては、伊万里湾左岸域に立地した企業の生産活動に必要な工業用水の安定供給

と各施設の適正な管理による機能維持に努めました。 

１９年度の給水状況については、第１工業用水道において㈱ＳＵＭＣＯ九州事業所ほか１０事業所

に対し、前年度に比べ３２，２７２㎥（１．２９％）増の年間２，５３１，８５８㎥を給水しました。 

第２工業用水道については、給水原価が高く経営を圧迫するため、工業用水道事業全般における収

支改善策として、前年度に引き続き運転を休止しています。 

第３工業用水道については、㈱ＳＵＭＣＯ九州事業所ほか７事業所に対し、前年度に比べ

１１４，１９８㎥（３．２３％）増の年間３，６４４，５３０㎥を給水しました。 

このようなことから、工業用水道全体では、前年度に比べ１４６，４７０㎥（２．４３％）増の年間

６，１７６，３８８㎥を給水しました。 

また、㈱ＳＵＭＣＯの伊万里団地進出時の約束はもとより、木材加工企業の事業拡張や今後の企業立

地に伴う新たな水需要に対応するため、㈱ＳＵＭＣＯ九州事業所（久原工場）が本格操業を開始する平
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成２１年７月１日の給水開始を目指し、平成１８年度から県と一体となり、給水能力日量２５，０００㎥

の第４工業用水道の整備に取り組んでいます。 

平成１９年度は、国の補助事業の採択を受け、取水、導水、貯水、浄水、配水の全ての施設工事に着

手し、平成２０年度または２１年度までの継続工事も含め、事業費ベースで全体計画の約８０％の工事

について発注を済ませたところであり、平成１９年度末における全体計画に対する出来高（決算ベー

ス）も４２％に達し、ほぼ計画どおりの事業進捗となりました。 

事業の主な内容は次のとおりです。                   （単位：千円） 

事 業 名 事 業 費 事   業   内   容 

第１工業用水道 

配水設備改良事業 
4,297 ・配水ポンプインバータ取替工事 

83,698 
【委託料】   計22件 

・貯水施設塩分溶出解析業務委託ほか 

5,158,473 

【工事請負費】計34件（発注件数） 

・取水施設 取水路整備L=146m       11,577千円 

・導水施設 導水ポンプ場整備、導水管布設L=6,685m 

                    1,545,758千円 

・貯水施設 一式            2,791,981千円 

・浄水施設 一式             531,837千円 

・配水施設 配水管布設L=2,420m      267,322千円 

・その他補償工事              9,998千円 

412,565 

【用地及び補償費】 

・用 地 費 浄水施設、貯水施設管理用地等 124,889千円 

・補 償 費 電柱等移設補償              3,196千円 

県有財産（港湾施設）取得   284,480千円 

第４工業用水道 

建 設 事 業 

154,113 

【その他】 

・建設利息 企業債（H18年度債）償還利息  9,812千円 

・事 務 費 職員人件費等         144,301千円 

 

 

第５節 土地利用の適正化 

１．土地現況の把握 

地籍調査は、地籍の明確化による市民の土地に関する権利保護、各種調査成果の利活用による諸施

策の効率化等を目指して、昭和５８年度から平成２９年度までの３５ヵ年計画のもと事業に取り組ん

でおり、平成１９年度までの調査完了面積は１７１．１９k㎡、進捗率７４．１８％となっております。 

平成１９年度においては、平成１７年度に現地調査した大川町山口の一部、東田代、立川の一部、

大川野の一部、南波多町古川７．７２k㎡の調査成果が国の認証を受けましたので、佐賀地方法務局伊

万里支局に送付しました。また、平成１８年度に現地調査した南波多町笠稚、府招の一部、小麦原、

大川原の一部７．５４k㎡の面積測定及び地籍図の作成と並行して、南波多町大川原の一部、高瀬の一

部、井手野、原屋敷７．３０k㎡の一筆地調査及び地籍測量を実施しました。 

一方、各種調査成果の利活用については、平成１９年度においては国県及び市の関係機関で３４３

件、個人や業者等で１，５４８件の利用がありました。 
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事業の主な内容は次のとおりです。 

区  分 事業費 事 業 内 容 

地籍調査事業 

(国土調査法に基づく) 

総事業費 

226,565千円

 

 

委託料  

108,724千円

①平成18年度調査区  7.54k㎡ 

 南波多町笠稚、府招の一部、小麦原、大川原の一部 

 面積測定 ： 6,680筆 

 地籍図原図：  357枚（1/500） 

・地籍図複図作成業務委託      1,470千円 

・地籍図原図作成及び面積測定業務委託4,883千円 

・閲覧用図面作成業務委託      1,470千円 

・地籍補正測量業務委託       1,035千円 

・数値情報化業務委託        1,732千円 

②平成19年度調査区  7.30k㎡ 

南波多町大川原の一部、高瀬の一部、井手野、原屋敷 

 調査字数：  81字 

 調査筆数： 9,259筆 

・地籍測量業務委託         87,954千円 

・一筆地調査業務委託        9,450千円 

・パソコンシステム保守業務委託    730千円 

 

２．土地の有効活用の促進 

本市の都市計画区域内における土地利用計画及び都市施設の発展を計画的に誘導し、 

都市の良好な推進を行なうため、都市計画決定の変更等における都市計画図修正作成及び都市計画審

議会開催にかかる経費として２,０５６千円を支出しました。 

また、伊万里市土地開発公社で先行取得していた伊万里駅前西側駐車場の１,１０９．１５㎡を取得

しました。 

公共事業の代替地分譲及び一般分譲を行っている立花台地開発事業では平成１９年度は６区画を分

譲しました。 

 

第６節 市街地の整備 

１． 利便性のある都市機能の整備 

駅ビル事業においては、施設の管理運営費として１４，１７０千円を支出しました。 

 

２．魅力ある町並みの形成 

市街地入口の幹線道路の要所に伊万里焼モニュメントを設置し、「行きたいまちいまり・住みたいま

ちいまり」の推進を図る伊万里焼ロードギャラリー事業の経費として３,８３４千円を支出しました。 

 

第７節 地域情報化の推進 

１． 情報通信施設、設備の整備 

国と地方公共団体をネットワークで結び文書等の送受信を行う総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

が平成１５年度から整備されており、そのための機器の保守及び運用のための経費として３，２６０

千円支出しました。 
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また、１６年度に佐賀県と県内市町村で整備した公共ネットワークについては、総合行政ネットワ

ークをこのネットワークで運用し、防災情報の提供、国保連合会との情報の送受信にも利用されてい

ます。 

平成１９年度はこの公共ネットワークの維持管理経費として負担金１，１１４千円を支出しました。 

 

２．提供情報の充実 

市内のインターネットを利用して情報を発信したい事業者や団体のために開設した「まるごと伊万

里市民ポータルサイト」は、自立した経営に完全に移行し１年目となりました。 

会員数も７２会員、アクセス数２８万件／年になり、研修会の開催やサイトのＰＲに努め、順調な

経営を行っております。 

この運営協議会の会費として１００千円を支出しました。 
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第２部 人にやさしい健康・福祉のまちづくり 

 

第１章 生涯健康づくりの推進 

第１節 保健サービスの向上 

「自分の健康は自分で守りつくる」という自主的な健康づくりを支援するとともに、すべての市民

が生涯を通じて心身ともに健やかで快適な生活を送ることができるよう、健康づくり計画「いきいき

健康づくりプラン２１」に沿って住民総合健康診断事業をはじめ、老人保健法、母子保健法、予防接

種法などに基づく各種健康づくり事業を推進し、疾病の予防と健康の保持増進を図るなど保健サービ

スの向上に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

 

１．健康長寿のまちづくり推進事業 

市民と行政の協働による健康長寿の元気なまちづくりを目指すため、食生活改善及び健康づくり普

及推進員の育成を行うとともに、食を通じた健康づくりを推進するため、食生活改善推進協議会へ委

託して、生活習慣病予防等の講習会を５２回開催し１，４７０人の参加があり、その費用として４０２

千円を支出しました。また、伊万里オリジナル「たっしゃか体操」の普及講習会の開催をはじめ、関

係７課のプロジェクトチームにより新規に健康づくり大学を開講し、いきいき健康づくりフェスタ等

の公開講座、常設講座１５回に延べ１，７０８人の参加があり、これらに要した経費として５０千円

を支出しました。 

 

２．親子ふれあい交流事業 

子育て中の保護者に子どもとの遊びをとおして育児の楽しさを感じてもらい、家庭の育児力を高め

健やかな成長を支援することを目的に、「いきいき健康づくりフェスタ」と同時開催し、赤ちゃんハ

イハイよちよち大会や骨密度測定などに５７８人の参加者があり、その経費として４１千円を支出し

ました。 

 

３．地域支援（介護予防）事業 

高齢社会が進展する中、健康寿命の延伸に努め、高齢者が要介護状態になることを予防するととも

に、要介護状態になった場合にも可能なかぎり地域において自立した日常生活が送れるよう支援する

ため次の事業を実施し、この経費として５，６７９千円を支出しました。 

                                    （単位:人） 

区            分 実施回数 実施個所数
延参加 

利用者数 
備   考 

高齢者健康教室 22 17 824 認知症予防 

推進事業 生きがいづくり教室 310 6 4,525 
65歳以上 

骨密度測定・健康相談 10 7 301  転倒骨折 

予防事業 転倒骨折予防運動教室 22 2 325 

健  康  相  談 292 31 4,154 

健  康  教  育 227 48 5,967 

訪  問  指  導 175 ― 429 

機  能  訓  練 45 1 100 

65歳以上 

たっしゃか体操教室 256 37 7,388  
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４．母子保健対策事業（事業費 １２，７４３千円）              （単位：人、％） 

区      分 実施回数 実施個所数 対象者数 受診、利用者数 受 診 率

３か月児 12 1 583 581 99.7 

１歳６か月児 12 1 500 488 97.6 
集 

団 

３歳児 12 1 563 520 92.4 
乳幼児 

健康診査 

医療機関委託 随 時 
佐賀県・長崎県・福岡県

の委託医療機関 
573 405 70.7 

妊婦一般(ＨＢＳ抗原検査あり) 497 524 105.4 

妊婦一般(ＨＢＳ抗原検査なし) 485 556 114.6 
妊婦健康診査 

(医療機関委託) 
超音波検査 

随 時 
佐賀県・長崎県・福岡県

の委託医療機関 
78 66 84.6 

妊産婦・乳幼児相談

(電話相談含） 
個別指導 随 時 

１ 

(1) 

－  延 1,460 

(633) 

－ 

育児学級 集団指導 36 1 － 延 1,589 － 

すこやか親子教室 11 － －   延   30 － 

妊娠期子育て両親（母親）学級 10 1 － 126 － 

訪 問 指 導 87 － 189 延   162 － 

思春期学級・ふれあい体験学習 11 5 － 延   578 － 

集団指導 28 17 － 延 1,216 － 

成人歯科健診・ 

相談 
12 1 488 284 58.2 むし歯予防事業 

フッ素洗口 週1回、週5回 23保育園 1,077 1，043 96.8 

不妊治療エンゼルサポート事業 随 時 1 － 

20 

（相談件数 

延べ29人） 

－ 

 

５．感染症対策事業（事業費    ４３，１１０千円）           （単位：人、％） 

区     分 対象者数 接種者数 接種率 摘       要 

急 性 灰 白 髄 炎 1,076 1,047 97.3 

三 種 混 合 2,263 2,448 108.2 
3～90か月未満 

麻しん・風しん 1,105 968 87.6 12～24か月未満 就学前の１年間にある者 

ジフテリア・破傷風 526 522 99.2 小学6年生 

日 本 脳 炎 2,334 726 31.1 

3歳～90か月未満、小学4年 

（Ｈ17年5月、国より積極的勧奨を差し控える

旨の通知がある） 

インフルエンザ 14,399 9,016 62.6 
６５歳以上(６０歳以上６５歳未満の者で、予

防接種法で定める者) 

計 19,369 14,001 72.3 日本脳炎予防接種は含まず 
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６．成人・老人保健対策 

（１）住民総合健康診断事業                       （単位：千円、人） 

 

（２）老人保健法等（生活習慣病対策）による保健事業（事業費７４，６７５千円）（単位：人、％） 

区       分 実施回数 実施個所数 対象者数 受診者数 受 診 率

集団方式        13         9 7,361    3,144 42.7
基 本 健 康 診 査 

個別方式        44        29 5,713    3,774 66.1

胃  が  ん 集団方式        19        13   11,283    1,903 16.9

集団方式        13         9     1,857 
子 宮 が ん 

個別方式        18         3
 5,997

       37 
31.6

乳  が  ん 

(ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ) 
集団方式 11         7 2,740       554 20.2

大 腸 が ん 集団方式        24        13   11,685    2,778 23.8

健

康

診

査 

が

ん

検

診 

肺  が  ん 集団方式        19        22   13,276     3,600 27.1

                                      （単位：人） 

区        分 実施回数 実施個所数 対象者数 延参加、利用者数 備   考

総合相談 123 13 － 782 
健 康 相 談 

重点相談 133 13 － 561 

健 康 教 育 集  団 191 25 － 4,496 

機 能 訓 練 Ａ  型 45 1 － 80 

40～64歳 

訪 問 指 導 146 － 520 285 
健康診断後要指

導・要治療者 

健 康 手 帳 交 付 随 時 14 － 1,374 

 

７．肝疾患対策事業（事業費８７５千円）                 （単位：人、％） 

対象者数 受診者数 受診率 要精密者数 精密受診者数 精密受診率 

14,666 3,422 23.3 221 96 43.4

 

 

 

区    分 事 業 費 受 診 者 数 摘           要 

基本健康診査 13,356 3,144 40～70歳（但し、71歳以上186人含む） 

前立腺検診 760 402 50～69歳（但し、70歳以上1人含む） 

子宮がん検診 4,316 1,857 20歳以上 

肝疾患検診 668 278 30歳代 

結核検診 708 1,140 65～70歳（但し、71歳以上107人含む） 

肺がん検診 2,086 2,531 40～70歳（但し、71歳以上84人含む） 

計 21,894 9,352  
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８．結核予防対策事業（事業費２，３１７千円）               （単位：人、％） 

区      分 対象者数 受診・接種人員 受診率及び接種率 摘     要 

エックス線間接撮影 6,315 2,536 40.2  

ＢＣＧ予防接種 589 584 99.2  

 

また、教育の場においても、児童生徒の健康管理のための各種健診を実施するとともに、平成１４

年度より幼稚園及び小学校において、フッ素応用むし歯予防事業に取り組むなど、健康指導や安全指

導に努める費用として７８１千円を支出しました。 

 

第２節 医療体制の充実 

１．適切な医療体制の構築 

（１）市民病院の充実 

病院事業は、公的病院として地域住民の期待に応えるため、一定の医療水準を確保し、良質で安

定した医療サービスを提供する必要があります。本年度は医療の維持向上を図るため、最新医療機

器等の導入をするとともに、施設の安全性確保のため、非常灯改修工事等施設整備を行いました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

                   （単位：千円） 

事      業     名 事  業  費 

非常灯改修工事 一式 2,310 

吸引ポンプ排気配管改修工事他 一式 532 

６４列マルチスライスＣＴ 一式 114,135 

手術用麻酔器 一式 6,143 

胆道ファイバースコープ 一式 2,257 

生化学自動分析装置 一式 11,760 

保冷庫 二台 643 

手術用照明灯 一台 135 

感染症用マットレス 三枚 363 

ナースコール子機 三台 112 

非常用乾電池蓄電池 一式 454 

電子スパイロメータ 一台 315 

合      計  139,159 

 

（２）地域医療体制の充実 

地域医療の充実を図るため、伊万里市立市民病院と有田共立病院の統合による西部保健医療圏の

中核となる新病院の整備に取り組んでおり、１９年度は伊万里市と有田町の共同事業として、新病

院の病床規模や機能、事業費、経営収支などを検討し、公的病院統合基本計画を策定しました。 

このための費用として、伊万里・有田地区公的病院統合推進協議会負担金３，３６５千円を支出

しました。 

また、医療に恵まれない地域住民の医療の確保として、滝野及び滝川内診療所を２９４日間開所

し、２，１４２人が利用しました。その費用として１，１０７千円を支出するとともに、市民の健



 - 29 -

康増進のため各種保健活動に貢献する地区医師会へ保健活動費補助金６８４千円、地域医療従事者

として質の高い看護師の養成と確保に寄与する伊万里看護学校の運営費補助金３，０００千円を支

出しました。 

 

２．適切な救急医療体制の整備 

休日における急病などの救急患者に対して、迅速かつ適正な初期医療サービスを提供するとともに

市民の医療不安を解消するため、また、平日の夜間における小児診療を行うため、伊万里休日・夜間

急患医療センターの運営を伊万里・有田地区医師会へ委託し、３１６日間開所しました。その費用と

して、１３，６６４千円を支出しました。 

さらに、休日・夜間急患医療センターの補完的役割を持つ在宅当番医制運営事業として５７７千円、

入院が必要な重症患者の医療を担う病院群輪番制病院運営事業として補助金４，６６９千円を支出し

ました。 

このほか、市民の突然の心停止に備え救命率の向上を図るため、２２施設に２３台のＡＥＤ（自動

体外式除細動器）を配備し、その費用として２，２２８千円を支出しました。 

救急医療関連事業の実績は次のとおりです。 

（単位：日、人） 

事  業  名 日数 患者数 備     考 

休日・夜間急患医療センター運

営事業 
316 1,949 

在宅当番医制運営事業 10 153 

病院群輪番制病院運営事業 71 936 

休日・夜間急患医療センター地区別利

用者数 

伊万里市 1,560人  80.0％ 

有田町    174人   8.9％ 

その他    215人  11.0％ 

 

第３節 社会保障制度の普及促進 

１．国民健康保険制度の充実 

国民健康保険は、地域住民の健康と福祉を保障する地域保険として、国民皆保険体制を支える大き

な柱となっており、伊万里市国民健康保険においても、市民の「健康で豊かな毎日」を支えるために、

自助努力を基本として保健事業の推進を図り、保険税の収納率向上やレセプト点検、第三者求償事務

など保険給付の適正化を図り、国保財政の健全化に努めました。 

 

（１）保険税の収納率向上 

国保税の収納率(現年度分)は、景気が低迷しているなかで、１９年度から納付書でのコンビニ収

納や督促状での郵便局収納を実施し、捜査による動産の差押やインターネット公売、一般公売など

の新たな処分にも取り組み、昼夜の戸別訪問徴収、短期保険証及び資格証明書の交付などにより収

納率の向上に努めましたが前年度を０．３ポイント下回る８９．５％となりました。 

（２）医療費等の状況 

診療報酬明細書（レセプト）の定期的な点検や被保険者への医療費通知等を通じて、医療費の適

正化に努めましたが、平成１９年度決算において、歳入総額は６，３１８，８３２千円、歳出総額

は６，５５１，６１６千円で、差し引き２３２，７８４千円が不足しましたので、平成２０年度か

ら繰上充用を行いました。 

総収入のうち、国民健康保険税の収入済額は１，６４９，９３７千円で歳入総額の２６．１％を
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占め、うち現年課税分の収入済額は１，５５１，９８６千円で、一世帯当たり１２９，３６５円、

一人当たり６７，２９９円が納付されたことになり、前年度に比べて、一世帯当たり９，２３６円

の増額、一人当たり６，０４３円の増額となりました。 

保険税以外の収入としては、国庫支出金１，８２９，４０２千円（２９．０％）、療養給付費交付

金１，３２６，２３５千円（２１．０％）、保険基盤安定繰入金等の一般会計繰入金４６８，２３１

千円（７．４％）が主なものです。 

一方、歳出の面では、総支出のうち保険給付等に要した額は６，１６８，３４５千円で歳出総額

の９４．１％を占め、一世帯当たり５１４，１５７円、一人当たり２６７，４７９円の給付を行っ

たことになり、前年度に比べて一世帯当たり４４，６８７円、一人当たり２８，０８６円それぞれ

増加し、全体的には９．０％増加しました。 

また、高額療養費支払資金貸付事業は、８３件で８，１５０千円の貸付実績となり、１件当たり

の平均は、９８，１９３円となっています。 

なお、国民健康保険加入状況は、１１，９９７世帯、２３，０６１人であり前年度に対して５６

世帯減少し、被保険者数も５７６人減少しました。 

   保険給付等の内訳は次のとおりです。 

                                   （単位：千円、％、戸） 

区    分 平成１９年度 平成１８年度 増減額 伸び率 
歳出総額に 

占める割合 

療 養 給 付 費         3,615,262 3,338,850 276,412 8.3 55.2 

療 養 費         42,131 39,983 2,148 5.4 0.6 

審査支払手数料         16,289 15,737 552 3.5 0.2 

高 額 療 養 費         342,473 344,277 △1,804 △0.5 5.2 

移 送 費         0 20 △20 △100.0 0.0 

出産育児一時金         35,700 35,550 150 0.4 0.5 

葬 祭 費         13,590 12,570 1,020 8.1 0.2 

医療費拠出金 962,133 1,063,904 △101,771 △9.6 14.7 老人 

保健 事務費拠出金 19,805 20,187 △382 △1.9 0.3 

介 護 納 付 金         321,975 351,666 △29,691 △8.4 4.9 

共同事業拠出金         798,987 435,778 363,209 83.3 12.2 

合      計 6,168,345 5,658,522 509,823 9.0 94.1 

 

                              （単位：戸、％、人） 

区    分 平成１９年度 平成１８年度 増 減 伸び率 

国 保 世 帯 数 11,997 12,053 △56 △0.46 

市全世帯に占める割合 56.1 56.9  

被保険者数 23,061 23,637 △576 △2.44 

市全人口に占める割合 39.4 40.1  

 

２． 老人保健制度の充実 

７５歳以上（昭和７年９月３０日以前に生まれた方を含む。）の方と６５歳以上のねたきりの方を対
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象に、きめの細かいサービスの提供に心がけ、明るく健康的な生活の維持と適切な医療の確保を図り

ながら、さまざまな給付事業を実施しました。 

しかしながら、本格的な高齢社会の到来に伴い、医療を取り巻く環境も急速に変化を続けており、

被保険者の年齢構成の変化（高齢化）及び医療技術の高度化に伴う医療費の増大は避けられない状況

にあります。 

平成１９年度の歳入総額は６，２１３，７２６千円で、その内訳は各保険団体（国保、社保、共済

組合等）が拠出して交付される支払基金交付金３，２０５，００４千円（５１．６％）、国庫支出金

１，９８４，４００千円（３１．９％）、県支出金５０１，４２１千円（８．１％）、一般会計繰入金

５１３，１６２千円（８．２％）、諸収入９，７３９千円（０．２％）となっています。 

一方、歳出総額は６，２３４，５４９千円で、前年度より２３３，８５２千円（△３．６２％）減

額となりました。 

その主なものは、医療給付費６，０５４，０４３千円、医療費支給費９３，８７３千円、審査支払

手数料２３，７９６千円などです。 

歳入歳出差し引き２０，８２３千円が不足しましたので、平成２０年度から繰上充用を行いました。 

また、老人保健における医療受給対象者は７，９０５人で、前年度に比べ４０４人減少しました。 

医療受給者に対する医療諸費は、６，１４７，９１６千円で歳出総額の９８．６％を占め、一人当た

りでは７７７，７２５円となり、前年度より１４，７８１円（１．９％）増加しました。 

なお、医療諸費の内訳は次のとおりです。 

            （単位：千円、％） 

区   分 平成１９年度 平成１８年度 増減額 増減率 
歳出総額に 

占める割合 

医 療 給 付 費        6,054,043 6,248,728 △194,685 △3.1 97.1

医療費支給費        93,873 90,582 3,291 3.6 1.5

合    計 6,147,916 6,339,310 △191,394 △3.0 98.6

受給対象者数 7,905 8,309 △404 △4.9 － 

一人当たりの医療費 777,725 762,944 14,781 1.9 － 

 

３．介護保険制度の充実 

平成１２年４月に制度が発足した介護保険事業は、平成１８年度を初年度とする第３期介護保険

事業計画期間に入りました。 

市民への制度周知・理解の促進と保険料の滞納防止・収納率向上を図るとともに、被保険者の公

平・公正な要介護認定、適正なサービス提供の推進、低所得者の利用負担軽減等に努めました。 

また、介護を必要とする状態にならないための介護予防、地域での暮らしを継続するための地域

密着型サービスの充実などを行うとともに、軽度認定者に対する新予防給付や要支援・要介護状態

に陥るおそれのある特定高齢者を対象とした地域支援事業の充実に努めました。 

 

 

［歳 入］ 

介護保険の財源として、介護給付費と地域支援事業（介護予防事業）は、国の負担金が２５％、
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県と市が各１２．５％で、第１号被保険者負担分が１９％、第２号被保険者負担分が３１％となっ

ています。また、地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）は、国の負担金が４０．５％、県と

市が各２０．２５％で、第１号被保険者負担分が１９％となっています。 

（１）第１号被保険者保険料 

６５歳以上の第１号被保険者の保険料については、特別徴収で７２８，５４１千円（収納率

１００％）、普通徴収で５６，６２７千円（収納率 ８５．３％）の納付があり、全体収納率は

９８．９％でした。滞納繰越分は５，０１９千円（収納率 １８．６％）の納付がありましたが、

不納欠損額として２，３５８千円を処理しています。 

（２）負担金等 

給付費等に係る国庫負担金７６５，７１７千円、国庫補助金３１，０５０千円、調整交付金

３１２，７５４千円、県負担金６３７，３７９千円、県補助金１５，０１９千円、一般会計から

の繰入金６４４，９４０千円（事務費等分を含む）を受け入れています。 

その他に、第２号被保険者の保険料である支払基金交付金１，３２６，２６７千円、共同設置

している認定審査会の負担金として有田町から１４，１７５千円や前年度繰越金として

１６９，４２１千円などを受け入れています。 

 

［歳 出］ 

（１）公平・公正な要介護認定の実施 

要介護認定に係る認定調査費として、主治医意見書手数料等に２１，６３４千円を支出し、審

査判定業務の効率性及び公平性を確保するため、共同して設置する認定審査会に要する経費とし

て、審査会委員報酬等に１５，９７７千円を支出しました。 

なお、平成１９年度末の要介護認定者は次のとおりです。 

           （単位：人） 

 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合 計 

平成18年度 293 401 647 460 308 294 290 2,693

平成19年度 327 489 559 438 410 305 276 2,804

増 減 34 88 △88 △22 102 11 △14 111

 

（２）地域支援事業の実施 

 被保険者が要支援や要介護状態に陥らないよう予防するため、介護予防事業に要する経費とし

て、２４，８６６千円を支出しました。 

また、予防とともに、要介護状態等になった場合においても地域において自立した日常生活を営

むことを支援する事業に要する経費として、８０，８５３千円を支出しました。 

事業内容は下記のとおりです。 
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                （単位：千円） 

区            分 平成１９年度執行額 

１．介護予防事業 24,866 

 （１）一般管理事業 20,469 

  ①介護予防総務事業 19,816 

  ②特定高齢者把握事業 653 

 （２）高齢者地域ささえあい事業 1,136 

  ①生活管理指導員派遣事業 750 

 ②ふれあい通所サービス事業 386 
 

（３）高齢者地域支援事業 3,261 

  ①健康相談事業 538 

  ②機能訓練事業 159 

  ③転倒骨折予防運動教室事業 356 

  ④認知症予防推進事業 610 

  ⑤生きがいづくり教室事業 295 

  ⑥訪問指導事業 502 

  ⑦健康教育事業 399 

  ⑧健康長寿のまちづくり推進事業 402 

２．包括的支援事業等 80,853 

 （１）包括的支援総務事業 45,132 

  ①包括的支援総務事業 45,132 

 （２）介護給付等費用適正化事業 533 

  ①介護給付等費用適正化事業 533 

 （３）高齢者介護福祉事業 5,096 

  ①老人日常生活用具給付等事業 88 

  ②高齢者紙おむつ支給事業 1,224 

  ③成年後見制度利用支援事業 15 

  ④生活発見創造講座事業 569 

⑤配食サービス事業 1,675 

⑥住宅改修理由書作成助成事業 28 

⑦愛の一声運動推進事業 703 
 

⑧介護相談員派遣事業 794 

 

（４）介護予防支援サービス事業 30,092 

  ①介護予防支援サービス事業 30,092 

 

（３）介護サービス体制の整備・充実等 

介護保険施設入所者等の居住費と食費が全額自己負担になったことに伴い、入所者等のうち基準

に該当する低所得者に、負担上限額と各施設が設定する基準額内の居住費、食費との差額を給付す

る経費として１７４，８３５千円を支出しました。 

  また、低所得利用者助成事業として、制度開始時のホームヘルプサービス利用者で低所得の方等
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に軽減措置を行うとともに、社会福祉法人が、特に生計が困難である低所得の方を対象に減免を行

ったものについて、当該法人が負担する利用料等の一部補助を実施し、１，８２５千円を支出しま

した。 

各種サービスの内容は次のとおりです。 

                  （単位：千円）

区          分 平成19年度 平成18年度 増減額 伸び率 
歳出額に 

占める割合

１介護サービス等諸費 3,644,722 3,589,951 54,771 1.5 86.9

(1)居宅介護サービス費(現物給付分) 1,200,126 1,186,351 13,775 1.1 28.6

(2)地域密着型介護サービス費 297,919 260,391 37,528 14.4 7.1

(3)施設介護サービス費 2,005,247 1,982,954 22,293 1.1 47.8

(4)福祉用具購入費 3,239 2,691 548 20.4 0.1

(5)住宅改修費 11,586 13,048 △1,462 △11.2 0.3

 

(6)居宅介護サービス計画費 126,605 144,516 △17,911 △12.4 3.0

２介護予防サービス等諸費 291,651 157,086 134,565 85.7 7.0

(1)介護予防サービス費(現物給付分) 248,556 130,964 117,592 89.8 5.9

(2)地域密着型介護予防サービス費 3,418 1,220 2,198 180.2 0.1

(3)福祉用具購入費 1,645 1,218 427 35.1 0.0

(4)住宅改修費 10,577 6,108 4,469 73.2 0.3

 

(5)介護予防サービス計画費 27,455 17,576 9,879 56.2 0.7

３高額介護サービス等費 84,803 77,443 7,360 9.5 2.0

(1)高額介護サービス費 84,803 77,443 7,360 9.5 2.0 

(2)高額介護予防サービス費 0 0 0 － 0.0

４特定入所者介護サービス費 174,835 166,886 7,949 4.8 4.1

 (1)特定入所者介護サービス費 174,730 166,822 7,908 4.7 4.1

 (2)特定入所者介護予防サービス費 105 64 41 64.1 0.0

介護サービス費用計 4,196,011 3,991,366 204,645 5.1 100.0

５審査支払手数料 7,181 7,010 171 2.4 

合      計 4,203,192 3,998,376 204,816 5.1  

予算に対しての執行率は、９８．７％となっています。 

なお、介護保険事業特別会計の平成１９年度決算は、歳入総額４，７３５，０４４千円、歳出

総額４，６６３，９７２千円であり、差引７１，０７２千円を翌年度へ繰り越しました。 

 

第２章 共に支え合う福祉社会の形成 

第１節 地域福祉の充実 

１．地域コミュニティ等との連携 

少子・高齢化や核家族化、女性の多様な社会進出など社会環境が大きく変化し、家庭や地域の相互

扶助機能が低下しているなか、増大する福祉需要に的確に対応し、質の高いサービスを効率的に提供

することにより、すべての市民が住み慣れた家庭や地域で支えあいながら共に暮らしていくことがで

きる社会的支援システムを構築することが求められています。 
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このため、すべての市民が自分らしく、安心して暮らすことができる地域づくりを目指す「地域福

祉計画」の具現化を図るため、住民主体の地域福祉の中核として、地域住民の福祉ニーズを的確に把

握し、サービスを提供している社会福祉協議会や地域福祉推進の担い手である各種関係団体への助成

等を行うとともに、民生委員・児童委員等との連携を図ることにより、地域福祉の充実に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。                    （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・社会福祉協議会支援事業 

運営費、福祉バス、ふれあいのまちづくり事業補助 

・民生・児童委員活動事業 

（活動補助金等 民生委員・児童委員数162名） 

・民生委員推薦会事業（開催回数2回） 

16,197 

 

15,669 

 

139 

 

第２節 高齢者福祉の充実 

高齢者福祉については、平成１８年度から一部事業が介護予防を目的とした介護保険特別会計の地

域支援事業として移管されましたが、高齢者福祉事業としては、今後団塊の世代が高齢期に入る等、

高齢化が一層進展することから、高齢者の社会参加を促進するために、老人クラブやシルバー人材セ

ンターを支援するとともに、老人福祉センターと老人憩の家を拠点とした生きがい対策等に取り組み

ました。 

さらに、身体上、経済上等の理由から、在宅での生活が困難な高齢者に対しては、養護老人ホーム

への入所措置を行いました。 

 

１．相談体制・介護サービスの充実                     （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・介護保険低所得利用者助成事業 

・老人福祉センター及び老人憩の家の管理運営等に関する経費 

（利用者数：31,942人） 

・老人保護措置事業（66人） 

1,825 

21,399 

 

141,724 

２．高齢者の自立の促進                          （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・敬老会開催（6,244人）、敬老祝金（商品券）等の支給に関する経費（380人） 

・百寿記念メダル贈呈事業（9人）   

・緊急通報システム事業（108人） 

・福祉電話貸与事業（19人） 

・老人クラブ活動等事業（老人クラブ数：41クラブ） 

・シルバー人材センター支援事業 （会員数：343人） 

・全国健康福祉祭茨城大会出場費補助（2人） 

7,020 

312 

2,868 

6 

3,097 

12,350 

10 

 

第３節 障害者（児）福祉の充実 

平成１８年４月に障害者自立支援法が施行され、障害の種別にかかわらず、福祉サービス、公費負担

医療の一元化、利用者の一割負担の導入、就労支援等、障害のある人の自立を支えることを目指し、こ
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れまでの障害者施策が大きく変更されました。 

このような中、障害のある人が住みなれた家庭や地域で安心して自立した生活を送ることができる地

域社会の実現に向けて、「支えあい自分らしく生きるまち伊万里」を基本理念とする「障害者計画」「第

１期障害福祉計画」の具現化を図るため、時代に適切に適応した福祉施策の推進に努めました。 

障害者や家族等からの相談を受け、適切な障害福祉サービス等の紹介や支援を行う障害者生活支援セ

ンターを、二里町から旧広域圏電子計算センター（立花町）に移転し、利便性の向上・障害者福祉の充

実に努めました。また、障害者自立支援法に基づき、障害程度区分認定事業を実施し、障害者のニーズ

にあった公正・公平なサービスの提供に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

１． 適切な医療・福祉サービスの提供                     （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・身体障害者更生医療給付事業（人工透析146人、心臓39人、整形33人） 

・身体障害者（児）補装具交付事業（者156件、児16件） 

・特別障害者手当等支給事業 

（特別障害者手当58人、障害児福祉手当41人、経過的福祉手当６人） 

・重度心身障害者医療費助成事業（27,492件） 

・重度障害者紙おむつ購入費助成事業（９人） 

・心身障害児通園事業（利用児童数38人） 

・精神保健相談事業（相談員1人、相談件数191件） 

・障害程度区分認定事業（開催日数11回、審査件数45件） 

・障害福祉サービス利用支援事業 

・腎臓病患者通院介護支援センター支援事業（利用回数566回） 

67,221 

12,104 

22,974 

 

116,231 

386 

18,956 

1,632 

1,494 

2,709 

285 

２．自立と社会参加の促進                          （単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・重度心身障害者タクシー料金助成事業（利用枚数4,034枚） 

・障害者小規模通所授産施設支援事業（国見の里） 

・地域生活支援事業 相談支援事業等（受付件数2,388件） 

地域活動支援センタ－（草の根作業所、小麦の家）等 

・障害者自立支援給付事業（介護給付サービス、訓練等給付サービス） 

・身体障害者福祉協会支援事業（会員数401人） 

・障害者自立支援特別対策事業（障害者生活支援センター移転改修、 

訪問車1台、パソコン2台、活字読上げ装置10台） 

1,241 

10,350 

44,884 

 

492,303 

428 

7,055 

 

第４節 子育て支援の充実 

１． 子育て教育、相談の充実 

（１）母子自立支援事業（相談件数３１０件）として１，６４２千円支出しました。 

（２）家庭児童相談事業 

家庭における子育て環境の多様化に比して、複雑化していく児童問題に県の児童相談所と協力し

て対応しました。相談件数は、７４１件と平成１８年度の７７５件を下回りました。 

また、児童虐待等の未然防止を図るため、要保護児童対策協議会を開催し、地域をはじめ関係機
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関や事業所等での啓発や、発生時の的確な対策等について協議を行いました。これらの相談事業の

経費として３，３５１千円を支出しました。 

（３）ブックスタート事業 

少子化社会の到来により、子育て支援のあり方は、より重要性を増しています。 

そのような中、市民図書館では乳児期の心の成長には言葉かけが必要であることを認識し、平成

１６年度からブックスタート事業を開始しました。 

これは、毎月３ヶ月児健診の際、当事業の趣旨を保護者に説明した上で１人１冊の絵本を手渡し、

あわせて赤ちゃんと保護者に読み聞かせを行うというものです。１９年度は延べ１２回実施して

５９０人の参加があり、好評をいただきました。 

この事業においては、配布用の絵本の経費として３２６千円、その他の経費として１千円を支出

しました。 

（４）親子のふれあい絵本の読み聞かせ事業 

ブックスタートのフォローアップとして「親子のふれあい絵本の読み聞かせ事業」を行いました。

具体的には、主に０歳から２歳児を対象にしたおはなし会「おはなし０１２」や、絵本や読み聞か

せの専門家を招いての講演会を実施して、乳幼児におはなしの楽しさを伝え、保護者には子育てに

絵本を取り入れることの大切さを提唱しました。 

「おはなし０１２」は毎週木曜日に実施、１９年度は７８回行い、乳幼児と保護者合せて

１，９５４人の参加がありました。また、専門家による講演会を開催し、５０人の参加がありまし

た。 

この講演会の講師招聘に際して要した謝礼の経費として１５千円を支出しました。 

 

２．保育環境の充実 

 平成１７年３月に策定した「伊万里市次世代育成支援行動計画」の推進に努め、「子どもと家庭と地

域が輝きながら育ちあうまち」の基本理念に基づき、子育て環境の整備・充実に取り組みました。 

（１）子育て支援センターでは、休日保育が２７４人、一時保育は１６２人の利用があり、多様な子育

て支援の重要性が必要となっています。そのような中、利用者の駐車場の確保と利用増を図るため、

母子生活支援施設から市民センターへの移転を行い、移転工事・用地購入等経費として、４８、２４７

千円を支出しました。既存の保育施策で対応できない部分については、子育てファミリーサポート

事業による会員組織での援助がなされました。 

（２）特別保育事業では、専業主婦家庭等への支援としての一時保育の定着と、子育てと仕事の両立を

支援する保育園においては、昨年に引き続き障害児保育等を実施していますが、障害児の入園数が

２０名、３０分の延長保育利用者の1日平均数が、１８年度の５９．８人から６６人に増加するなど、

多様化する保育ニーズに対応できる子育て環境の整備に努めました。 

（３）母子家庭の自立を支援するため、母子家庭自立支援給付金事業により、ホームヘルパー２級資格

取得に取り組んだ２名に教育訓練給付金を助成し資格取得を支援しました。 

ひとり親家庭等や乳幼児の医療費助成および幼児インフルエンザ予防接種費助成に加え、３歳か

ら小学校就学前までの児童に対して、入院した場合の本人負担金の２分の１を助成する、こども医

療費助成事業により、子育て中の保護者の経済的不安の軽減に努めました。 

（４）児童手当については、小学校修了前まで支給しており、延べ受給対象児童数が昨年度より３，２５４

人増加し、７５，７５２人に対して、児童を養育している家庭の生活安定と児童の健全育成等に寄

与するために、手当ての支給を行いました。 
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（５）私立保育園支援については、市内分１７園への支援となりました。さらに、過疎地域における保

育の実施および分園の運営安定のため、山代西部地区の統合園に対して保育所分園推進事業で助成

を行いました。 

新たに、平成２０年４月の開園にむけ、学校法人耕心学園による「幼稚園」と「保育所」の機能

を併設する幼保連携型の施設「認定こども園 伊万里幼稚園 ぷち・るう保育園」の建設がなされ

ました。この幼保一元化による新たな保育サービスにより、市民の選択肢の幅の拡大と利便性の向

上につながるものとして、認定こども園の施設整備の経費に３７，４１０千円を支出しました。 

（６）留守家庭児童クラブについては、新たに大川内クラブを開設し１２クラブとするとともに、未開

設校の児童の長期休暇の対応として、既存施設での受け入れを行いました。 

（単位：千円） 

主   な   事   業   内   容 事 業 費 

・ 子育て支援センター管理運営事業(利用延べ人数6,513 人) 

・ 乳幼児医療費助成事業（31,052 件） 

・ ひとり親家庭等医療費助成事業（11,370 件） 

・ 児童扶養手当支給事業（月平均受給者622人 児童 1,004 人） 

・ 一時保育促進事業（利用延べ人数2,693人） 

・ 障害児保育事業（重度13人７園） 

・ 障害児保育推進事業（軽度７人3園） 

・ 幼児インフルエンザ予防接種費助成事業（1,758人） 

・ 延長保育促進事業（15園 日平均利用66人） 

・ 母子家庭自立支援給付金事業（2人） 

・ 心ふれあい・うたフェスタ２００７支援事業 

・ こども医療費助成事業（58件） 

・ 子育てファミリーサポート事業（提供会員34人・依頼会員11人） 

・ 子育て支援センター移転事業 

・ 保育所分園推進事業 

・ 認定こども園施設整備支援事業 

・ 児童手当支給事業（児童75,752 人） 

・ 私立保育園支援事業（市内私立17園 市外 20園） 

・ 公立保育園管理運営事業（6園） 

・ 母子生活支援施設管理運営事業 

・ 児童センター管理運営事業（利用児童数7,758人） 

・ 留守家庭児童クラブ管理運営事業（295日開所 527人） 

4,827 

60,561 

27,785 

298,530 

4,225 

8,112 

2,421 

1,765 

4,500 

205 

300 

1,113 

284 

48,247 

1,200 

37,410 

515,153 

1,148,478 

519,619 

20,910 

9,374 

45,809 

 

第５節 低所得者福祉の充実 

都市部においては着実な景気の回復がみられますが、本市においては景気回復の傾向が反映されず

低迷が続いており、近年の保護率は、１２～１３％前後で推移してきました。 

平成２０年３月３１日現在の生活保護の状況は、４１１世帯５６６人、保護率９．８８‰（パーミ

ル）となっており、全国平均の１２．０‰（平成１９年９月）より少なく、県平均７．３８‰（平成

２０年３月）には及ばないものの僅かではありますが減少している状況です。 

平成１９年度の保護の開始については、３７件で昨年より２件の増となっています。 
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また、廃止は４６件で昨年より１７件の減となっており、死亡による廃止が１３件と最も多く、次

に就労による収入の増加で廃止した件数は６件となっています。 

このような状況のなか、保護世帯の自立助長を目指し、特に医療や福祉関係機関との連携による病

状調査や個々の保護世帯に対する訪問調査に力を入れ、日常生活や病状など生活環境を正確に把握し、

長期入院患者退院促進や就労指導、扶養義務者による引き取りの促進、社会保障給付金の増加等によ

り、４６件の生活保護の廃止件数中、１２件を自立に結びつけるとともに、生活保護制度の適正な運

営に努めました。 

 

・生活保護の内訳                        

区   分 延世帯数(世帯) 延人員(人) 扶助額(千円) 構成比(％) 

生 活 扶 助 3,920 5,670 221,462 25.27 

住 宅 扶 助 3,014 4,409 60,549 6.91 

教 育 扶 助 299 562 4,641 0.53 

介 護 扶 助 741 758 16,932 1.93 

医 療 扶 助 4,528 5,705 526,159 60.03 

出 産 扶 助 0 0 0 0 

葬 祭 扶 助 4 4 698 0.08 

生 業 扶 助 115 129 3,715 0.42 

施 設 事 務 費 274 274 42,312 4.83 

合    計 12,895 17,511 876,468 100.00 

 

第６節 同和対策の推進 

同和対策事業特別措置法が昭和４４年に制定されて以来、これまで３９年間にわたり、同和対策事

業として地区住民の福祉の向上、生活の安定を図るために生活環境整備事業をはじめとする各種施策

を講じてきました。 

その結果、生活環境は住宅や道路、上下水道など物的な整備事業については着実に成果をあげ、

様々な面で存在していた格差は大きく改善されたことから、継続されてきた特別措置法も平成１４年

３月に失効し、以後は一般対策へ移行して対応することになりました。 

しかしながら、地区の実態としては中高年者を中心に臨時雇用等の不安定就労が多く、従って生活

基盤は脆弱な状況にあり、また、市内外において未だに差別発言や就職差別等の事象が発生するなど、

差別意識は根強く存在し、解消していないことから生活環境、就労等のなお残された課題の解決と心

理的な差別意識の解消に向けた教育・啓発について積極的に取り組んできました。 

一方、「人権教育のための国連１０年伊万里市推進計画」に続く基本計画として、平成１９年３月に

策定した「伊万里市人権教育・啓発に関する基本方針」に基づき、市長を本部長とする「伊万里市人

権教育・啓発推進本部」を設置するとともに、計画書冊子とその概要版を作成、配布しました。これ

らに要する経費として５３７千円を支出しました。 

平成１９年度は地区住民の生活向上、福祉の増進を図るとともに、市民への人権教育・啓発活動等、

同和問題の早期解決に向けた取り組みを実施しました。 

その結果、これまでの地道な教育・啓発の積み重ねもあり、市民の人権・同和問題に対する正しい

理解と認識はある程度の深まりをみせてはいるものの、予断と偏見、潜在意識としての差別観念は依

然として存在しています。 
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このため、伊万里市人権・同和教育推進協議会と連携を図り、同和問題をはじめ、様々な人権問題

の解決を目的にあらゆる機会をとらえながら、より広い層の市民に対するきめ細やかな教育・啓発活

動の推進に努めました｡ 

特に、地域社会が一体となった人権・同和教育を推進するため、人権・同和教育地域推進員等を対

象とした指導者育成講座を実施するとともに、婦人会、ＰＴＡ、老人会等の各種団体に対する研修を

行いました。さらに、伊万里・西松浦地区公正採用選考人権啓発推進連絡協議会と連携を図り、企業、

事業所に対して職場内研修を実施しました。 

 

１．啓発活動の推進 

地域住民のコミュニティセンターとしての役割を担う隣保館においては、地区住民の生活の向上を

図るため各種相談事業を行うとともに、対象地区住民の主体的・組織的な学習活動を促進し、同和教

育集会所では市民との交流事業を中心とした教育・啓発を行いました。 

また、市民と直接意見交換を行う「地区巡回講座」を４０地区で実施しました。 

 

２．相談・指導の充実 

部落差別解消のため、地区住民が自主的・自発的意思に基づく運動を展開し、行政の補完的役割を果

たす各種の研修会、学習会をはじめ各クラブ活動費及び各支部の活動補助金として１０，８００千円を

支出しました。 

また、同和地区の保護者の方の負担軽減を図るため、児童生徒の学力向上等就学援助に要する費用

として、３１２千円を支出しました。 
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第３部 環境にやさしい快適・安全なまちづくり 

 

第１章 生活環境の向上 

第１節 公園・緑地の整備 

１．都市公園の整備 

  都市における公園・緑地は、レクリエーションの場として、また、災害時の避難場所、環境の改善､

都市美観の向上等市民の日常生活に欠かすことのできない施設であり、平成１９年度は伊万里ファミリ

ーパークの修景施設、休養施設整備等を行い、３５，０００千円を支出しました。 

                                     （単位：千円） 

事 業 名 事 業 費 事   業   内   容 

補助    30,000
本工事 遊歩道整備工 L=200ｍ 

委託料 実施設計 一式 
伊万里ファミ

リーパーク 
単独     5,000 本工事 休養施設整備工（パーゴラ１棟）ほか一式 

計 35,000  

 

第２節 住宅の整備 

市営住宅は、立花市営住宅ほか８団地７１３戸を設置し、低廉な家賃で提供しています。建設年度

の早い住宅においては、老朽化が進んでいるため、適正な維持管理が必要であり、良好な居住環境の

向上を図るため、補修工事、維持管理費として２１，５１２千円を支出しました。 

平成１７年度から創設された地域住宅交付金事業により、大久保市営住宅２棟、楠久第２市営住宅１

棟の外壁及び屋根防水改修及び立岩市営住宅５棟、楠久第２市営住宅２棟の給水管改修、大久保市営住

宅、楠久第２市営住宅２棟の浄化槽改善、立岩・立花市営住宅の駐車場整備、さらに少子高齢化、生活

様式の多様化、生活水準の向上など社会環境の急激な変化に対応するため、立岩市営住宅集会所、楠久

第２市営住宅集会所２ヶ所のバリアフリー化を行い、整備費として２０３，５８４千円を支出しました。 

 

第３節 上水道の整備 

平成１９年度の水道事業経営は、水道水の安全性と安定供給を念頭に、効率的かつ効果的な経営に

努めました。 

上水道においては、第９次拡張事業における簡易水道統合整備事業として統合接続幹線の配水管、

大川導水管並びに戸石川、立川及び岳坂・梅岩地区への接続線の配水管を布設し、北野地区について

は、連絡管等を布設するとともに送水場を整備しました。また、鉛製給水管の布設替や配水管の新設

改良工事等を実施しました。簡易水道では、昨年に引続き波多津簡易水道再編推進事業を実施し、浄

水場を整備するとともに配水管及び送水管を布設しました。 

また、第９次拡張事業の水源確保のため、県営多目的ダムである井手口川ダム建設の推進にも努め

ました。 

主な事業としては、上水道では、浄水設備改良費で、有田川浄水場の遠隔監視装置通信機器の更新

並びに薬品注入流量計及び第５拡次亜注入装置を設置し、浄水能力の向上及び無水源施設等の監視体

制の整備による浄水場運営の効率化に努めました。 

配水設備改良費では、配水管の新設及び改良（平尾線外３路線 延長 ５５３．４ｍ）を行うととも

に、配水管の老朽化による布設替（井手野・古川線 延長 ４１８．９ｍ）並びに鉛製給水管の布設替
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（伊万里町、新天町、大坪町及び二里町 合計１３８件 延長 ４９４．４ｍ）等を行いました。 

拡張事業費では、第９次拡張事業における簡易水道統合整備事業として、大川町、松浦町及び大坪

町をつなぐ統合接続幹線の配水管（大坪・桃川線外２路線 延長 ８１１．７ｍ）、大川地区の導水管

（延長 １,００８．１ｍ）並びに戸石川、金石原及び立川接続線の配水管（延長 １,３６８．３ｍ）

を布設し、岳坂・梅岩地区及び村分地区については、連絡管及び配水管（延長 １,９９８．９ｍ）を

布設するとともに、北野地区については、送水場及び配水場を整備し、送・配水管等（延長 

１,１６２．７ｍ）を布設しました。また、河川総合開発事業に伴う利水負担（井手口川ダム建設費負

担金）を行いました。 

簡易水道では、簡易水道拡張事業費で、波多津地区の簡易水道再編推進事業を実施し、配水管（延

長 ７,２３９．２ｍ）及び送水管（延長 ２,１２３．６ｍ）を布設するとともに、取水施設及び浄水

施設の整備を行いました。 

 

 

第４節 下水道等の整備 

１．公共下水道の整備 

平成１９年度の管渠等工事は、総事業費３２７，３３１千円であり、これにより大里、内の馬場、

福母、南川東、白野、古賀、脇田、木須東、福野、渚地区等の一部１０haについて供用開始し、平成

１９年度末での整備状況は、処理面積１，０１７ha、処理人口２８，４８２人及び普及率４８.７８％

となりました。 

 

処理場の水処理施設を平成１６年度から平成１９年度で増設しました。平成１９年度は平成１８年

度からの継続費で中央監視制御設備工事を完了しました。また、処理場の改築更新については、実施

設計の業務委託を実施しました。 

普及促進については、供用開始予定地区の説明会や未水洗化家庭に対する戸別訪問等に取り組み、

平成１９年度末での水洗化人口は２５，１２６人、水洗化率８８．２２％となりました。 

 

また、市街地の下水道管渠、雨水渠、排水路等の機能維持を図るため、雨水渠清掃業務委託、下水

道伏越管及び管渠清掃委託、公共汚水桝設置工事、汚水管補修工事等を実施し、これらに要する経費

として３９，１９２千円を支出しました。 

浄化センターの運転管理業務については、年間２，９３５，７４２㎥（１日平均８，０２１㎥）の

汚水処理を行いました。 

また、年間１，５７６ｔの汚泥が発生しましたが、産業廃棄物として専門業者に委託処分しました。 

 

事業の主な内容は次のとおりです。                   （単位：千円） 

区 分 事 業 費 事 業 内 容 

管  渠（補助） 70,000 ・大坪汚水幹線築造（その１）工事外 11件 L=737.4m 

処理場（補助） 93,200 
・浄化センター中央監視制御設備工事外１件 

・浄化センター改築更新工事実施設計業務委託 

管  渠（単独） 164,131 ・大里地内汚水管埋設工事外 23件 Ｌ＝2,583.4ｍ 
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２．農業集落排水事業 

農業集落排水施設の機能維持と農村生活環境改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与する

ため、１９年度は井手野地区と宿地区の汚水処理場等運営費に要する経費として２４，８８３千円を

支出しました。 

 

３．浄化槽設置整備事業 

公共下水道等の整備が当分の間見込まれない地域について、その生活排水に起因する環境の悪化

及び公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道と同等の浄化能力を有する合併処理浄化槽

の普及促進を図り、快適な生活環境の推進に努めました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

                                   （単位：千円） 

事  業  名 事 業 費 事  業  量 摘    要 

浄化槽設置整備事業 31,912 

5人槽  18基 

7人槽  60基 

10人槽  2基 

332×18基=  5,976 

414×60基= 24,840 

548× 2基= 1,096 

 

第５節 資源リサイクルの向上 

「リサイクル都市伊万里」の実現に向け、市民、事業者及び行政が一丸となって取り組むため、「ご

み対策協議会」を機軸に、ごみ対策のあり方等を検討し、ごみの減量化、リサイクル化、さらには適

正処理のために、次の事業に取り組みました。 

まず、全市的なごみ減量化、リサイクル化の柱として、市民と連携し積極的に取り組んでいる資源

ごみの集団拠点回収であるリサイクルサンデーは、１８２の行政区、団体に取り組んでいただきまし

た。資源物の市況の改善に伴い、資源ごみの回収量は、昨年度より１５３ｔ減少し、１９年度は

１，４５９tとなりました。また、平成１９年７月から回収業者組合に交付していた補助金を廃止し、

各種団体への補助金についても紙類のみの補助に変更し、その資源ごみ回収団体等への補助金

５，１２４千円を支出しました。 

  さらに、資源循環型社会の実現を目指した市民団体の自主的活動である「クリーン伊万里市民協議

会」を活動母体とした伊万里「環の里計画」の活動に対する補助金として１，２００千円を支出しま

した。 

  また、家庭等で使わなくなったがまだ十分に使える品物を「譲りたい人」と「譲って欲しい人」が

お互いに情報をやりとりする「不用品交換情報登録制度」には、５４件の登録があり、１１件の交換

が成立しました。 

  次に、「リサイクルセンター」におけるガラスびん類（無色、茶色、その他）及び発泡スチロールト

レイの回収量は、昨年度より１２ｔ増加し、１９年度は３８２ｔの回収量となり、これを再商品化す

るための委託料４９２千円を支出しました。また、使用済み乾電池の回収量は、昨年度より１．０ｔ

減少し、１９年度は４．０ｔの回収量となり、これを資源化するための委託料４８０千円を支出しま

した。 

市役所内においては、日常発生する不要となった個人情報文書、機密文書及び保存年限が経過した

保存文書を出張裁断業者に委託し資源リサイクルを実施しました。１９年度は全体で約１７．１ｔを

処理し、その経費として８５４千円を支出しました。 
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第６節 廃棄物処理への対応 

  ごみを適正に処理するため、市民のごみ出しマナーの向上とリサイクル意識の高揚を図ることを目

的に、早朝ごみ集積所パトロールを行うとともに、広報・出前講座等を通して、ごみの適正分別と出

し方の推進に努めました。 

  また、環境センターについては、ごみ行政を円滑に推進する重要な施設であり、施設の維持管理や

適正な運営に努めました。 

さらに、地域環境の保全と最終処分場の延命化を図るため、ごみの減量化及びリサイクル化を推進

し、ごみの適正な処理に努めました。 

一方、し尿処理については、公共下水道、浄化槽の普及によりし尿の汲み取り量は年々減少し、

１９年度は３２，５６３㎘となり、昨年度より、１，６６８㎘減少しました。 

処理施設である衛生センターは、平成５年４月１日の稼動以来、順調に運転を続けており、施設の

運営管理を行っている伊万里・有田地区衛生組合に対し、管理運営費として１５６，９４９千円、建

設費の償還金として５８,８５８千円の負担金を支出しました。また、同組合に対して、総務費、議会

費などの運営事務費として１３,０７７千円の負担金を支出しました。 

  なお、環境センターにおけるごみの処理状況は、次のとおりです。 

区  分 処理量／年 処理量／日
1人1日当たり

排出量 
ごみ袋等価格 摘  要 

収集分 9,781ｔ 可
燃
ご
み 持込分 4,103ｔ 

44.4ｔ 

稼働日数 

313日 

647ｇ

大 40円／袋 

中 30円／袋 

小 20円／袋 

収集分 955ｔ 不
燃
ご
み 持込分 44ｔ 

9.7ｔ 

稼働日数 

103日 

47ｇ
中 33円／袋 

小 22円／袋 

収集分 10ｔ 粗
大
ご
み 持込分 679ｔ 

3.1ｔ 

稼働日数 

220日 

32ｇ
ステッカー 

300円／枚 

収集分 83ｔ ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・ 

発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル 

持込分 2ｔ 

0.5ｔ 

稼働日数 

167日 

4ｇ

ペットボトル

用 

大 40円／袋 

発泡スチロー

ルトレイ用 

中 30円／袋 

①年間ごみ処理量 

  15,657ｔ 

②年間ごみ処理経費

  428,167千円 

（但し、収集経費を

含む） 

③ｔ当たり処理経費

  27,347円 

④1人当り処理経費 

  7,303円 

 

＊収集人口 

58,625人 

（平成19年10月1日現

在） 

合  計 15,657ｔ  730ｇ
  

  佐賀県ごみ処理広域化計画に基づき、一般廃棄物の効率的かつ適正な処理を目的に、平成１９年７

月に佐賀県西部広域環境組合（伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、江北町、大町町、白石

町、太良町）が発足しました。事業費のうち６月までのごみ処理広域化計画推進室の使用料等の経費

４２８千円と派遣職員の人件費を支出し、準備負担金精算後の組合負担金６，１５４千円を支出しま
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した。 

第７節 環境美化・衛生の向上 

１．環境美化意識の向上と活動の促進 

（１）美化意識の向上 

   快適な生活環境は自分たちで守るという地域住民の協働意識のもとに、伊万里を美しくする市民

運動として、春と秋の市民大清掃や伊万里湾岸清掃（１３団体、２８４人の参加）、県下一斉ふるさ

と美化活動（２２団体、５９０人の参加）などに積極的に取り組むとともに、市民等による清掃活

動を育むため、地域の環境美化等に長年貢献された市民７人並びに市民団体８団体に感謝状を贈り

顕彰しました。 

また、快適な生活環境を保持していくため、市内の主要な道路や排水路をパトロールし、不法投

棄の監視や廃棄物の除去、動物の死骸回収等を実施しました。 

 さらに、不法投棄については、県の廃棄物監視員や本市の環境保全推進員によりその対策と強化

に努めるとともに、シルバー人材センターへの委託による不法投棄の監視パトロールや投棄物の回

収を実施し、市内約６８箇所から投棄物８．８ｔを回収したところであり、その委託料６６０千円

を支出しました。 

 

（２）公衆衛生の向上 

①清掃及び衛生害虫の駆除 

   市街地の幹線道路や公共下排水路の清掃作業をシルバー人材センターに委託し、道路及び水路の

定期清掃のほか、環境センターへのごみの搬入路となっている県道等の洗浄作業や新田川コスモス

植栽管理等に対して、委託料４，３９５千円を支出しました。また、市街地の公共下排水路の生活

雑排水等による環境の悪化を解消するため、年２回の下排水路等の清掃委託料として３４２千円を

支出しました。 

   一方、衛生害虫の駆除については、春秋の市民大清掃の際に薬剤の提供や機材の貸し出しを行う

ほか、希望される地区・団体には随時薬剤提供・機材貸し出しを行って予防駆除に努め、その経費

として２８４千円を支出しました。 

・シルバー人材センター委託による清掃作業                 （単位：人） 

種 別 道路清掃 下排水路 道路洗浄 
コスモス 

植栽管理 
計 

人 員 821 572 8 32 1,433 

・衛生害虫等駆除機材使用実績 

品      名 使  用  量 機材貸し出し件数 

油剤（ネオミサイル） 45缶／18ℓ  

三兼機     35台 

四兼機     44台 

計     79台 

  ②小規模下排水路の整備 

   公衆衛生の向上と生活環境の改善のために、黒川町畑川内区に対して小規模下排水路整備事業費

補助金４０４千円を支出しました。 

 

２．清潔な生活環境の維持  
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（１）犬の登録及び狂犬病予防注射 

犬の登録及び狂犬病予防注射を積極的に推進するとともに、保健福祉事務所と協力して、野犬の

苦情に対処するため、地元区長をはじめ地域住民の協力を得ながら捕獲を行い、これらに要した経

費として９７１千円を支出しました。 

区      分 実       績 

・登録及び予防注射 
登録   3,456頭（前年比31頭減） 

予防注射 3,202頭（前年比50頭増） 

・野犬の捕獲          14頭（前年比 6頭増）  

・薬殺駆除         0頭（前年比 0頭）  

   

３．火葬、埋葬の適正な管理 

火葬場については、施設の運営管理をしている伊万里・有田地区衛生組合に対し、火葬場の運営及

び清掃委託料等の維持管理費負担金として２１,０４０千円と建設費償還金の建設負担金として

７０,３４３千円を支出しました。 

  なお、火葬場の利用状況は次のとおりです。 

区      分 市 内 有田町 地区外 計 

大人(12才以上) 660件 224件 36件 920件 

12才未満 2件    0件 0件 2件 

死  胎 8件 6件 5件 19件 

遺骸ほか 5件 2件 7件 14件 

   

第８節 環境対策の推進 

今日の環境問題は、海や川の水質などの地域の問題から、温暖化などの地球規模の問題まで多岐に

わたっており、原因とされる現在の生活の改善の啓発などを行いました。 

  地球温暖化については、伊万里市地域省エネルギービジョンの推進策として、家庭での省エネ活動

を市の広報誌に毎月掲載しました。１月には市主催でエコクッキング教室を開催し２９名の参加者が

ありました。また、市の事務事業についても、職員が率先して、省エネ・省資源に取り組み、二酸化

炭素などの温室効果ガスの削減に努めました。 

子どもへの環境教育としては、夏季に松浦町と東山代町で水生生物調査を実施し、環境意識の醸成

に努めました。 

また、市民が将来にわたり豊かな自然環境とともに暮らしていけるよう、公害の未然防止と環境保

全を目指し、以下の事業に取り組みました。 

 

１．自然環境保全意識の向上 

（１）広報いまりでの環境特集 

   平成１８年度に実施した大気測定や水質測定（海・川）の結果を掲載し、自然環境の保全に対す

る意識啓発を行いました。 

 

２．環境保全による資源確保 

（１）ツル越冬事業 

本市はツルが出水市へ渡るルートの直下に位置しており、国の分散化計画に本市も指定を受け、
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平成１５年度からツル越冬のための環境整備を行っています。本年度のマナヅル、ナベヅルの飛来

数は３６０羽あり、そのうちマナヅル６羽が長浜干拓で越冬し、最長期間は１１２日でした。 

ツルが飛来するために必要な環境整備として餌の購入費や農地の借上料、寝床の整備、監視小屋

設置、電気設備工事などに１，６５４千円を支出しました。 

３．環境保全活動の促進 

（１）大気汚染防止対策 

工場、事業所等の事業活動に伴い発生する大気汚染物質の大気中の濃度を把握するため、県等が

自動測定機を設置している大坪測定局ほか５地点の二酸化硫黄、二酸化窒素等の測定値を常時監視

するとともに、二酸化窒素による大気環境の汚染状況を監視するため、ガスパック法による測定を

実施しました。これらの経費として３７８千円を支出しました。 

事業の主な内容は次のとおりです。                   (単位：千円) 

事  業  名 事業費 事  業  内  容 備    考

大気環境常時監視事業 44 
6地点SO２、NOxなど 

(大坪､黒川、南波多､大川、東山代､山代) 
自動測定機 

二酸化窒素調査 334 6地点（立花、牧島、二里2地点、東山代、山代） ガスパック法

計 378   

（２）水質汚濁防止対策 

市内公共用水域の河川、海域の水質汚濁状況を監視するため河川（有田川他７地点）、海域（黒川

湾他３地点）の水質調査を実施したほか、伊万里湾内の底質土と魚類の有害重金属についても、汚

染状況を調査しました。 

一方、工場等からの排水については事業所ごとに定期的立入調査を実施するとともに、水質基準

等の遵守を指導し、公共用水域の水質保全に努めました。 

これらの経費として１，０５６千円を支出しました。 

事業の主な内容は次のとおりです。                   （単位：千円） 

事 業 名 事業費 測  定  地  点  備  考 

河 川 水 調 査 339 
8地点36調査項目 有田川、松浦川2地点、 

新田川、脇田川、白野川、徳須恵川、伊万里川 

 

海 水 調 査 132 
4地点16調査項目 黒川湾、スミセ北、 

名村西、福田地先 

 

底 質 土 調 査 56 
3地点3調査項目 漁港入口、名村北、 

伊万里有田川合流点 

 

生 物 調 査 45 ボラ、スズキ、チヌ、エビ 
 

事 業 所 調 査 484 13事業所54調査項目  

合    計 1,056  
 

（３）騒音振動防止対策 

騒音、振動公害の要因は、工場、事業所、道路交通、建設工事によるものが主ですが、近年では

自動車の騒音やボイラー、クーラー等の生活の中での機器等も発生源となっています。 
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工場や建設作業など、事業活動に伴い発生するものについては、届出段階での事前指導や現地調

査を行い未然防止に努めました。 

また、定期的な自動車騒音、道路交通振動測定を国道２０４号線の１地点で、一般環境騒音測定

を栄町他２地点で実施しました。 

（４）悪臭防止対策 

悪臭は、人の感覚に訴える公害だけに市民から衛生的で快適な生活環境を損なうものとして苦情

も多く、特に農業や製造業に起因する悪臭の発生が多く、苦情の大半を占めています。 

この対策として、県、その他の関係団体と連携を図りながら、原因者に対して、発生源及び脱臭

装置の改善対策を講じるように指導し、悪臭防止に努めました。 

（５）その他苦情対策等 

   市民からの生活環境に関する苦情については、現状を把握し、必要に応じて関係機関、団体との

連絡を図りながら、原因者に対し改善指導を行い問題処理に努めました。 

 

第２章 暮らしの安全の確保 

第１節 消防・救急の充実 

近年は、地震や風水害などの自然災害に加え、企業災害や列車事故など予期しない事故が多発する

中で、安心、安全の確保に対する市民の関心は特に強くなってきています。このような中で、本市で

は安心して暮らせる地域づくりを推進するために、関係各機関や団体との連携を深めるとともに、地

域や職場における火災予防の普及啓発をはじめとした、市民の安全の確保に取り組みました。 

消防装備については、消火活動や消防戦術に要する防火衣等の整備を図るとともに、あらゆる災害

に迅速かつ的確に対応できるよう、職員の教育研修や署内訓練等をさらに充実させながら消防技術の

向上に努めました。 

消防団においては、車両の更新や装備の充実に努める一方、消防団特有の地域性を活かした想定訓

練に取り組むなど各種訓練を実施しました。また、女性消防団員による一人暮らし高齢者宅の防火訪

問を実施し、高齢者自身の火災予防に対する意識を深めるとともに、地域ぐるみの安全対策に努めま

した。 

 

１．火災予防の促進 

平成１９年中における火災発生は２６件で、前年より１１件増加しています。 

火災の原因をみますと、コンロやローソクの消し忘れなど日常生活における火気の取り扱いの不注

意によるものが７件、溶接機の火花が引火し火災になったものが１件発生しています。このように不

注意から発生する火災を防ぐため、家庭や地域における適切な火気の取扱いが徹底できるよう指導に

努めるとともに、住宅火災における被害の減少や逃げ遅れによる悲劇をなくすために、住宅用火災警

報器の設置推進に努めました。 

また、婦人防火クラブをはじめ高齢者防火クラブなどを中心に、地域の防火意識の高揚を図るため

研修会などの機会をとらえ、地域ぐるみの安全対策に取り組みました。 

さらに、学校や各種の事業所においては、適切な防火管理体制を遵守させるために、査察の強化や

事業主に対する指導の徹底など、効果的な保守管理の推進と危機管理意識の高揚に努めました。 

恒例の春と秋に実施する火災予防運動期間には、婦人・幼少年消防クラブ等と連携した運動を展開

しながら、火災予防思想の普及に努めました。 
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２．消防体制の整備 

火災現場における消火活動に要する消防用ホースや消防隊員が現場活動で着装する防火衣等を購入

し、隊員の安全確保のため装備の充実に努めました。 

消防団においては、２０年以上経過していた牧島分団第１部（木須東区）、東山代分団第１部（里

区）の小型動力ポンプ付積載車２台の更新を図り、安全性と機動力の向上に努めました。また、平成

１９年３月に施行した「伊万里市消防団協力事業所表示制度」では、これまで消防団活動に積極的に

協力されている「株式会社 原口工業」に対し、「株式会社 フタバ伊万里」に次いで２番目に表示証

を交付しました。 

消防団の施設では、南波多分団第３部（府招上・下区）の積載車格納庫の新設、東山代分団第６部

（川内野区）の積載車格納庫の補修に要した経費に助成を行ない、地域における消防施設の充実を図

りました。 

このほか、消防水利については、消火栓の新設４基、改良１基、移設１基をそれぞれ整備し、消防

水利の充実に努めたほか、行政区が行った防火水槽の新設（１箇所）及び補修（２箇所）に要した経

費に助成を行いました。 

 

３．救急体制の整備 

平成１９年中における救急出場件数（松浦市福島町を含む）は２，３０５件、搬送人員２，２２８

人と、ともに前年より減少しました。１日あたりの平均出場は６．３回を数え、市民の２６人に１人

が搬送されたことになります。 

また、救急救命士が行なうことができる応急処置範囲拡大に伴い、市民の救急業務の高度化に対す

る要望もますます強くなってきていることから、新たに救急救命士１名を養成し、救急体制の充実強

化を図りました。 

さらに、特に重篤な傷病者に対しては、救急隊が到着するまでの間に適切な応急手当が重要である

ことから、市民を対象にした救命講習会や応急手当講習会などを開催し、救急隊と市民が連携した救

命率の向上を目指すとともに救急に関する知識の普及に努めました。 

このほか、平成１９年中に救助活動として出動した件数は２４件で、交通事故や水難事故による被

救助者１８人を救助しました。 

 

・消防施設等の整備に関する事業                       （単位：千円） 

 事   業   名 事業費 主  な  事  業  内  容 

消 防 資 器 材 整 備 事 業

（石油貯蔵施設立地対策等交付金分） 
3,654

・消防用ホース65㍉10本、50㍉14本、40㍉4本 

・ 防火衣 18着 

・消防用無線機 3式 

・消防用空気呼吸器 2式 

常
備
消
防
費 

消 防 水 利 施 設 整 備 事 業 2,967

・防火水槽新設費補助金（1基） 

・ 防火水槽補修費補助金（2基) 

・ 消火栓工事負担金（設4基、改 1基、移1基）

消 防 団 管 理 運 営 事 業
（石油貯蔵施設立地対策等交付金分） 

794 ・消防用ホース65㍉28本 

非常備消防車両等整備事業 6,997 ・小型動力ポンプ付積載車（更新）2台 

非
常
備
消
防
費 非 常 備 消 防 施 設 整 備 事 業 936

・積載車格納庫新設費補助金（１棟） 

・積載車格納庫補修費補助金（１棟） 
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・その他の事業                               （単位：千円） 

 事   業   名 数量 事 業 費 備        考 

消 防 職 員 研 修 事 業 4名 776 
・ 消防職員初任科 

・ 薬剤投与追加講習 等 

救 急 救 命 士 養 成 事 業 1名 2,534 ・救急救命九州研修所にて 

防 災 用 サ イ レ ン 改 修 事 業 9基 1,699 ・大川内公民館ほか 

常
備
消
防
費 

庁 舎 補 修 等  1,404 
・東分署農業集落排水接続工事 

・庁舎修繕等 

非
常
備
消
防
費 

消 防 団 員 報 酬

消 防 団 員 出 動 報 償 金

消 防 団 員 退 職 報 償 金

消防団員福祉共済制度加入補助金 

消 防 団 運 営 費 交 付 金

消 防 団 車 両 等 管 理 交 付 金

 

13,419 

4,139 

18,602 

759 

4,173 

363 

前期1,012人分・後期1,013人分 

延べ4,139人 

支給対象者 88人 

1,012人分 

 

 

 

第２節 防災対策の充実 

１．災害危険箇所の整備・保全 

市民の生命と財産を保護し安全の確保を図るためには、河川改修等災害の未然防止と発生後の早期

復旧が必要です。 

このため国・県の制度事業の活用と国・県事業の早期採択を働きかけ、事業の推進に努めました。 

地域住民の生活河川である準用河川の洪水を防御する治水事業として、総合流域防災事業で煤屋川

の整備（煤屋橋下部工）を実施し、周辺まちづくりと一体化した河川改修事業として、永山川の整備

はまちづくり交付金制度を活用し、白野川については都市基盤河川改修事業で整備し、１９年度に完

了しました。 

また、水防法の改正により、浸水想定区域の指定河川が直轄河川から県管理の主要な河川まで拡大、

関係する市町は、水防法で定められた事項を記載した印刷物の配布が義務化されたことに伴い、指定

された５河川について、浸水想定区域及び浸水深、災害時に必要な情報を記載した洪水ハザードマッ

プ（洪水避難地図）を作成しました。 

市単独の局部改修事業では西新田川を整備し、長浜川外５河川の浚渫工事を実施しました。 

また、急傾斜地の崩壊による災害から生命と財産を保護するため、急傾斜地崩壊防止事業により７

地区２１，６００千円を支出しました。 

さらに、ため池災害防止事業については、早期改修により災害を未然に防止し、農地等の保全、農

業生産の維持及び農業経営の安定を図るため、２地区６，９３４千円を支出しました。 

また、山代町楠久地区において、２戸の家屋に浅所陥没が発生して、経済産業局より特定鉱害に認

められたため、６，６０１千円で復旧事業を行いました。 

一方、急傾斜地崩壊対策事業等の県営事業負担金として、１１地区２８，５４１千円を支出しまし

た。 
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（１）治水事業                               （単位：千円） 

事  業  名 事 業 費 事  業  内  容 

総合流域防災事業 

（煤屋川） 
16,113

・煤屋川（煤屋橋）下部工１式 

 用地取得１件(164.67㎡)、物件補償2件 

都市基盤河川改修事業 

（白野川） 
52,403

・白野川 護岸工Ｌ＝74ｍ、護床工Ａ＝243㎡ 

橋梁整備(永山橋) １式 

用地取得2件（126.70㎡）、物件補償1件 

（前繰:12,150千円） 

（まちづくり交付金） 

永山川改修事業 

 

37,151
・永山川 護岸工Ｌ＝58m 用地取得3件（406.66㎡） 

 物件補償1件 

（総合流域防災事業） 

洪水ハザードマップ策定事業 
2,876

・ハザードマップ調査1式 

作成に必要となる情報の収集整理 

①浸水情報②避難情報③付属情報④行政用情報等 

市単独河川改修事業 3,758

・西新田川 護岸工Ｌ＝21m、建物補償再調査1件 

・浚渫等工事（1,297千円）  長浜川外5河川 

 

ため池災害防止事業 6,934 ・北野古堤ため池外１地区 

合    計 119,748  

 

（２）県営事業に対する負担金                        （単位：千円） 

事 業 名 地区名 事業費 負担率 負担金 備 考 

大川内山第３ 50,000 5％ 2,500  

中  山 6,100 10％ 610  

上 ノ 山 13,000 10％ 1,300  

釘  島 27,000 10％ 2,700  

藤の川内 30,000 10％ 3,000  

清水浦第２ 29,800 10％ 2,980  

急傾斜地崩壊対策事業 

小 計 155,900 13,090  

椎立川下 4,935 20％ 987  

三 本 木 7,350 20％ 1,470  

瓶屋上 8,400 20％ 1,680  

大  平 35,070 20％ 7,014  

ため池等整備事業 

小  計 55,755 11,151  

東 山 代 86,000 5％ 4,300  海岸保全整備(高潮・津波

対策)事業 小  計 86,000 4,300  

合   計 11地区 297,655 28,541  

 

２．防災体制の充実 

  災害のない安全・安心のまちづくりを推進するため、防災パトロール等を実施するとともに、大雨
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や台風などの災害に備えた情報収集等の配置体制を整え、警戒に当たりました。 

  また、昭和４２年の大水害から４０年の節目にあたり、この大水害を教訓として末永く心に留め、

市民一人ひとりが強い防災意識を持って行動していくため、７月９日を「市民防災の日」と定め、そ

の制定を記念して防災講演会や防災標語コンクール等を実施し、そのための経費として４２５千円を

支出しました。 

公共土木施設災害復旧の補助事業では、過年災（１８災）１２９箇所、現年災（１８災－前繰）

１４３箇所、現年災（１９災）８箇所の復旧工事を実施しました。 

また、単独の災害事業では、過年災（１８災）５９箇所、現年災（１９災）４箇所の復旧工事を実

施しました。 

また、農林水産施設災害復旧事業では、過年災（１８災）４８２箇所、現年発生５箇所の工事を行

い、農家の生産活動の維持と経営の安定を図るため、農地・農業用施設の早期復旧に努めるとともに、

林道の災害復旧工事４箇所を完了し早期復旧に努めました。 

 

 

（１）災害復旧事業                            （単位：千円） 

１９年度実施額 
区     分 

件 数 金 額 
備    考 

道路 104 315,333
18災 47箇所、18災(前繰)56箇所、 

19災 1箇所 
補助 

河川 176 1,093,942
18災 82箇所、18災(前繰) 87箇所、 

19災 7箇所 

道路 41 14,089 18災 39箇所、19災 2箇所 

河川 21 9,481 18災 19箇所、19災 2箇所 単独 

橋梁 1 244 18災  1箇所 

公
共
土
木
施
設 

小    計 343 1,433,089  

農地 181 197,655
18災 52箇所、18災(明許)128箇所、 

19災  1箇所 

農業用施設 306 458,485
18災 28箇所、18災(明許)274箇所、 

19災4箇所 

補助 

林道 1 13,840 18災(明許) 1箇所 

単独 林道 3 716 19災 3箇所 

農
林
水
産
施
設 

小    計 491 670,696  

合    計 834 2,103,785  

 

第３節 交通安全の確保 

１．交通安全意識の高揚 

平成１９年度は、『守ろう交通ルール 高めよう交通マナー』をスローガンとし、「高齢者の交通安

全対策」を最重点項目に掲げ、老人クラブの交通安全リーダーである高齢者交通安全指導員の研修会

の充実を図り、交通教室等を通じて高齢者への交通安全意識の浸透を図るとともに、関係機関・団体

の協力を得て、交通安全運動期間及び毎月１日、２０日の交通安全の日を中心に市民への啓発活動に
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努めました。 

特に、年４回の交通安全運動期間中においては、市独自のテーマを掲げ、集中的にキャンペーン活

動を展開するとともに、黄色いリボンを高齢者に配布し、手押し車や杖などにつけてもらう「伊万里

市交通事故ゼロ！イエロー作戦」を全市的に取組み、高齢歩行者の事故抑止に努めました。 

このほか、安全・快適な交通環境の整備促進を図るため、各地区（町）からの交通安全施設整備要

望を取りまとめ、道路管理者や佐賀県公安委員会へ整備促進を働きかけました。 

事業の主な内容は次のとおりです。                       （単位：千円） 

事  業  名 事業費 事  業  内  容 

参加・体験・実践型交通安全教室 
高齢者交通安全教室35回、幼児交通安全教室12回

（参加者2,595人） 

チャイルドシート着用促進対策 チャイルドシートの貸出（49台） 

子供の交通安全対策 
新入学児童への黄色いランドセルカバーの贈呈（583

人） 

広報等による啓発活動 

249

広報誌・広報車・のぼり旗による広報、交通安全コ

ンクール等 

交通対策協議会補助金 750 新入生対策、高齢者対策、自転車対策、飲酒運転対策

交通安全指導員に要する経費 5,552  

    合    計 6,551  

また、市民の交通安全を推進するとともに、不慮の交通事故による被災者に対する救済事業の一環

として伊万里市民交通傷害保険制度を設けていますが、平成１９年度は、６，０１２人（７，２８９口、

４，２７０，９５０円）の加入がありました。 

また、障害等をお持ちの方には保険料を１／２減免し、その額は８１，４５０円（１８５人、２７２口）

で、傷害の発生により行った保険給付は４，４２０千円（３７人、５２口）でした。 

 

１． 交通事故危険箇所の改善 

交通安全施設整備事業については、事故防止及び交通の円滑化を図るため、交通事故が多発してい

る道路や、緊急に交通の安全を確保する必要がある道路を重点的に、歩道段差解消工事や防護柵及び

区画線設置工事等を、交付金事業および単独事業により次のとおり実施しました。 

事業の主な内容は次のとおりです。 

                   （単位：千円） 

区 分 路線名、事業名 事 業 費 事  業  内  容 

延命橋線 3,759 歩道段差解消工事 Ｌ＝96ｍ 一種事業 

（交付金） 小  計 3,759  

防 護 柵 設 置 4,718 29路線 Ｌ＝ 660ｍ 

区 画 線 設 置 1,624 9路線 Ｌ＝2,809ｍ 

照 明 灯 改 修 1,557 照明灯 ７基 

反射鏡設置等 1,197 直営２７基（原材料） 

二種事業 

（市単） 

小  計 9,096  

合    計 12,855  

 



 - 54 -

第４節 防犯活動の推進 

１．防犯意識の高揚 

「暴力と犯罪のない明るく住みよいまちづくり」を実現するため、伊万里市防犯協会及び暴力追放

推進市民会議の防犯活動を支援し、市民への防犯思想の普及、啓発を図るための活動補助金として

１，２３０千円を交付しました。 

 

２．犯罪危険箇所の改善 

夜間における犯罪を防止するため、各行政区で取り組まれる防犯灯設置に対し補助金を交付し、平

成１９年度は４２行政区で４５基の防犯灯設置に対し、６００千円を交付しました。 

 

第５節 消費者の保護 

「消費者基本法」に基づき、消費者の利益の擁護、増進を図るため、消費者相談事業、消費者啓発

事業、消費者団体の育成強化による消費者トラブルの解決及び未然防止に努めてきました。 

 

１．消費生活相談業務の充実 

近年の消費者トラブルは、１件当たりの契約金額が高額化し、内容も複雑化してきているため解決

までに長期間を要する事件が増える傾向にあります。特に社会的弱者である高齢者や消費者意識の未

熟な若年層が狙われやすくなっています。 

消費生活相談の主なものは､訪問販売に関するものをはじめ、催眠商法、点検商法､資格商法、イン

ターネットや電話での架空請求など様々であり、また、消費者金融やクレジット等の過剰利用による

多重債務の相談も増加しており社会問題となっています。これら巧妙複雑多岐わたる相談を迅速かつ

適切に処理し、被害を未然に防ぐため、「ＮＰＯ法人消費生活相談員の会さが」に委託して相談にあ

たっており、また、無料法律相談等も行うなど、処理体制の整備を図っています。 

 

（１）消費者意識の啓発 

消費者問題に対する認識を深め、市民自らが暮らしを見直すことを目的として、「たしかな情

報・かしこい選択」をテーマに「第３２回あなたと私の生活展」を市民図書館で開催し多数の参

加を得ました。 

また、今年度も消費生活のトラブルや食の安全・安心に関する情報を提供しました。 

消費者の利益や意思を反映させるためにも、消費者自らが組織を形成し、消費者としての意識向

上と知識の習得のため、消費者研修を重ね、さらに環境問題に取り組み、不用品の再利用とリサ

イクルの推進・マイバック持参運動・環境配慮型商品（アクリルタワシ・廃油せっけん等）の購

入推進、ごみの減量化などの消費者運動を行っている伊万里市消費者グループ協議会に活動費補

助金として９０千円を支出しました。 
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第４部 豊かな個性と文化を育むまちづくり 

 

第１章 生涯学習の推進 

第１節 生涯学習社会の形成 

今日、生活水準の向上、高齢社会の進展などにより、豊かで充実した生活を求める意識が高まってお

り、従来にもまして国際化、情報化等の急速な社会変化の中で、人々は常に新しい技術や知識などを習

得していく必要性を強く感じ、生涯を通じて生きがいや自己実現など、ライフスタイルに応じて学ぶこ

とのできる生涯学習の環境づくりが、年を追うごとに強く求められています。 

  こうした市民の学習ニーズに対応していくために、家庭、学校、地域等が互いに連携・融合した総合的な生

涯学習推進体制の強化を図りながら、情報提供や生涯学習活動の充実に努めました。 

 

１．学習施設・体制・機能の整備 

図書館は、年齢や性別、宗教あるいは社会的信条または貧富の差を問わず、知識やものの考え方を

誰にでも提供できる機関です。 

平成１９年度、市民図書館は、昨今の国際化や情報化社会の中にあって、地域の情報拠点として、

市民の知的ニーズに応える図書館づくりを推進するため、新たに駐車場を整備し、増えつづける利用

者への対応を行い、図書館の環境整備に務めました。 

また、子どもが自主的に楽しく、読書に親しむ環境を整え、地域、家庭、保育園、幼稚園、学校等

の機関が互いに連携して、読書活動を推進していくため「伊万里市子どもの読書活動推進計画」に基

づき実践活動を行いました。 

さらに、６月１日から、黒川町のご理解とご協力をいただきながら、親と子が読書を通して心を通

い合わせ、親子・家族の絆を深めることを目的とする、「家読（うちどく）」に取り組みました。 

２年目の取り組みとなる学校図書館支援センター推進事業については、小中学校５校の協力を得な

がら、学校図書館の活動・運営への支援の在り方について、引き続き調査研究を行いました。 

市民図書館の利用状況としては、個人登録者数４５，２３４人、団体登録６５６（前年比１０７．７％）、

貸出人数１０６，２６９人、貸出点数５０６，６９３点（前年比１０３％）となっています。 

  また、資料貸出以外の図書館利用状況としては、調査相談（レファレンス）が一日当たり６４件の

１８，３５９件、上映会や講演会等によるホール利用及び展示コーナーの利用者は、１０２，７７８

人となり、市民図書館が市民の生涯学習の拠点として、また、情報収集の拠りどころとしての利用が

定着していることを示しています。 

主な支出としては、図書館資料として、新たに本館用蔵書に８，８５１冊、移動図書館ぶっくん用と

して２，１７３冊及び視聴覚資料の購入を行い、この経費として２０，０００千円、また、施設の維持

管理等に３２，４３１千円、市民との協働による自主開催事業に５２千円、ぶっくんの運転業務委託費

として３，２２６千円、学校図書館支援センター推進事業に６，８３０千円を支出しました。 

 

第２節 家族学習の充実 

少子化や核家族化等の社会変化に伴い、家族関係の希薄化が危惧される状況の中で、子育てに不安

を抱える親が増えていると言われています。 

  そこで、家庭の果たす役割を見直し、豊かな人間性、基本的な生活習慣や生活態度等を培う場とし

て再認識しつつ、家庭で行うべきしつけや教育のできる家庭づくりのための基礎知識を高める学習機

会の提供として、親の自覚を促し、親子のふれあいなどの必要性を理解するため、妊娠期の親を対象
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とした子育て準備講座を保健センターで１０回開催し、また、乳幼児期子育て講座を６保育園、就学

時検診等の機会を活用した子育て講座を１６小学校、思春期の子どもを持つ親のための子育て講座を

７中学校及び１２公民館、明日の親となる高校生を対象とした子育て理解講座を１高等学校で各々開

催しました。 

  また、ボランティア活動や家族参加の体験活動を通じて、地域・家族のきずなづくりを推進するた

め、１２公民館と社会福祉協議会において、｢学びあい 支えあい｣地域活性化推進事業に取り組みま

した。 

第３節 学校教育の充実 

これからの社会を生きる子どもたちは、知識を身に付けるだけでなく、自分で考え、自分で表現す

る力を身に付け、思いやりの心や倫理観・正義感を持ち、豊かな人間性を育んでいくことが必要であ

り、学校では自然体験や社会体験、問題解決的な学習を重視し、積極的に授業に取り入れていくこと

が求められています。 

こうした新しい時代の要請に応える学校教育を樹立するため、知・徳・体の総合力としての「生き

る力」の育成を基軸にして、確かな学力と豊かな心、たくましい身体を持ち、創造的で個性豊かな児

童生徒の育成を目指し、教育環境の整備充実等の諸施策を積極的に推進しました。 

 

１．教育環境の整備 

（１）要保護・準要保護児童生徒就学援助事業 

経済的理由により就学困難な児童生徒に対しては、学用品費・給食費・修学旅行費等の援助を行

い、その費用として３８，９６４千円を支出しました。 

（２）遠距離児童生徒通学費助成事業 

 小学校の通学距離４ｋｍ以上、中学校の通学距離６ｋｍ以上の遠距離通学児童生徒並びに学校 

統合により遠距離通学となった児童生徒に対して、通学の利便を図るため通学費補助として、

４，７３１千円を支出しました。 

（３）学校施設・設備の整備 

学校施設の整備は、児童生徒の個性と能力を伸ばす人材育成の重要な場であるとの観点にたち、

総合計画に基づき、国見中学校の屋内運動場の改築を行いました。 

また、小学校１校の老朽化したプールろ過機の改修等を行ないました。 

小・中学校の耐震化を図るため、小学校１校普通教室棟と中学校１校特別教室棟の耐震診断を行

いました。 

営繕工事については、児童生徒の安全の確保と良好な学習環境を維持するため、緊急性・安全性

を優先的に考慮しながら、その整備に努めました。 

 

・学校施設整備状況                             （単位：千円） 

事 業 名 学 校 名 事 業 費 事 業 内 容 

学 校 建 設 国見中学校 233,222 屋内運動場改築 

プール整備 二里小学校 5,562 二里小学校プール改修工事 

小 学 校 11,800 校舎等営繕工事 
営 繕 工 事 

中 学 校 8,400 校舎等営繕工事 

小 学 校 1,505 小学校１校普通教室棟耐震診断 
耐震化事業 

中 学 校 2,538 中学校１校特別教室棟耐震診断 
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（４）学校保健・給食の充実 

学校給食は、学校教育の一環として位置付けられており、給食を通じて正しい食習慣の育成や児

童・生徒の健康の保持増進、好ましい人間関係を育むものです。 

このため、栄養バランスのとれた給食の提供や食事マナーの指導に努めるとともに、衛生管理の

徹底を図りながら、安全で魅力ある学校給食の推進に努めました。 

学校給食センターＰＦＩ事業で維持管理及び施設整備等に要する経費として１５８，９５５千円

を支出しました。 

また、学校給食センターの運営等に要する経費として５１，８８７千円を支出しました。 

 

２．多様な学校教育の推進 

（１）幼稚園教育の充実 

幼児期は、人間形成の基礎を培う重要な時期であり、少子化の時代を迎え、幼児の教育や子育て

支援の充実を図るうえで幼稚園の役割はますます大きなものになってきています。 

こういったことから、幼児一人一人の発達に応じ、集団生活の中で、主体的な活動としての遊び

を通じて総合的な指導を行うとともに、降園後の預かり保育事業を実施して、入園児の共稼ぎ世帯

の保護者の子育て支援に努め、その経費として６４千円を支出するとともに管理運営費として

４３，６３０千円を支出しました。 

施設整備については、快適な学習環境整備の観点から新たに黒川幼稚園に空調を設置し、その工

事費として１，６０５千円を支出しました。 

また、私立幼稚園に通園する満３歳児から５歳児を対象に、就学前教育の機会均等と保護者の負

担軽減を図るため、幼稚園就園奨励費補助金１７，６４９千円を支出したほか、学校法人伊万里幼

稚園と伊万里カトリック幼稚園に対し、運営費補助２１０千円を支出するなど、幼稚園費全体で

６３，１５８千円を支出し、幼児教育の充実振興に努めました。 

（２）特色ある学校創造事業 

学校が児童生徒や地域の実状に応じた特色ある学校づくりを推進するため「特色ある学校創造

事業」を委託し、３，０００千円を支出しました。 

（３）外国青年招致事業 

外国人英語指導助手（ＡＬＴ）招致事業は、小中学生の英語に対する関心を高め、国際感覚を身

につけるためにも大きな成果をあげており、平成１９年度は３名の指導助手が英語教育の学力向上

と国際理解の指導にあたり、その経費として１１，８４９千円を支出しました。 

（４）ＣＡＩ研究事業 

情報化に対応する教育を推進するために、各小中学校のコンピュ－タ教育担当によるＣＡＩ研究

委員会を組織し、指導方法や利用方法等に関する研修を重ねており、その活動充実のための委託料

として１４５千円を支出しました。 

（５）「オンリーワン」のさが体験活動支援事業 

子どもたちの豊かな感性と郷土への理解と愛着を醸成するため、佐賀のよさを生かし、かつ地域

の実状に応じた農林水産業や窯業などの地場産業活動を実施する「オンリーワン」のさが体験活動

支援事業に４，２１５千円を支出しました。 

（６）きらきら伊万里っ子育成事業 

市内小中学校では、総合的な学習の時間における体験活動の中で「窯業」に取り組む学校が増え

てきているが、子どもたちが伊万里焼についての調べ学習を行う際に、大人向けの資料が多かった
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ため、児童生徒にとってわかりやすい資料を作成するとともに、ホームページで公開をするにあた

りその経費として１，２２３千円を支出しました。 

 

３．適切な教育指導の推進 

（１）学校適応指導教室事業 

不登校児童生徒の問題は、教育上重要な課題となっています。このような状況に対応するため、

本市においても平成７年度から適応指導教室「せいら」を開設し、不登校児童生徒への支援を行

っていますが、平成１９年度は、市内全域の児童生徒への対応を充実させるために１教室増設し

ており、その運営経費として４，０８６千円を支出しました。 

（２）スクールアドバイザー事業 

平成１１年度から、小中学校での不登校の急激な増加による教育相談事業の重要性に鑑み、児童

生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識、経験を有する専門のアドバイザーを配置しており、

平成１９年度は３名を市内全小学校に配置し、学校におけるカウンセリング機能の充実を図るため

に要する費用として、４，１３６千円を支出しました。 

（３）学校評議員事業 

学校運営に保護者や地域住民の意向を取り入れ、必要に応じて助言及び支援を学校運営に生かし、

保護者や地域住民に信頼される学校づくりを目指すために学校評議員制度を設けており、その評議

員への報酬として５３９千円を支出しました。 

（４）学力向上対策推進事業 

児童生徒の個性と能力に応じた自己実現を図るため、また、基礎基本の徹底を図り、確かな学力

の定着を図るために、各学校の学力向上対策委託料として１，４５７千円を支出しました。 

（５）就学指導委員会事業 

障害をもった児童生徒がその能力・特性を最大限に伸ばして行くためには、その障害に応じた多

様かつ適切な指導の場が確保され、個に応じた指導が保障されなければなりません。 

そこで、適正な就学指導を進めるための就学指導委員会の費用として１００千円を支出しました。 

  

第４節 青少年の健全育成 

都市化や核家族化、あるいは少子化といった社会現象を背景として、家庭の教育力の低下や地域社

会の連帯感の希薄化などが指摘されるなど、青少年を取り巻く社会環境は、大きく変化しています。

特に、「いじめ・不登校」あるいは非行の低年齢化、さらには薬物乱用なども地方や都市を問わず増

加しており、大きな社会問題となっています。 

そこで家庭の役割を見直し、家庭で行うべきしつけや教育のできる家庭づくり、あるいは地域での

ふれあいや共同生活体験などを通じ社会参加の意欲を養う活動など、家庭教育並びに地域や学校を巻

き込んだ啓発や実践活動の取り組みが急務となっています。 

また、次代を担う青少年の健全育成を図るため、健全な家庭づくりや社会環境づくりを推進するとと

もに、「広げよう 子どもの読書の輪」をテーマに社会教育研究大会の開催や青少年の仲間づくり、社

会参加の促進を図るための各種事業を関係団体と連携し展開しました。 

 

１．青少年健全育成活動の展開 

青少年育成のための、市民運動の展開については、青少年育成市民会議に６１４千円を支出し、少

年の国内研修事業「第２１回伊万里サマーキャンプ」や野外での親子のふれあいを深める｢ＬＯＶＥ伊
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万里２１世紀のつどい｣など青少年の自然学習体験を通して、自主性や協調性を培う一方、青少年団体

の組織強化・活動支援に努めました。 

さらに、青少年の非行防止とともに健全育成運動を推進するため、市民総ぐるみの運動を盛り上げ

るなど環境浄化活動を実施しました。 

また、放課後子どもプランの一環として、子どもたちに安全安心な居場所を設け、地域住民と勉強

やスポーツ、文化活動などの交流活動を推進するため、山代西小学校をモデル校として「放課後子ど

も教室」を実施しました。 

 

２．非行防止活動の推進 

青少年センターでは、問題行動への対応に取り組むための「青少年対策ネットワーク会議」のさらな

る連携強化を図り、定期巡回パトロールを実施するとともに、青少年や家庭からの悩み相談に適切に対

処できるための青少年相談室の充実に努めました。また、環境浄化活動として有害図書・ビデオの自動

販売機撤去運動に取り組み、地権者や設置業者への自粛をお願いする一方、増設防止のための広報活動

を実施しました。 

 

第５節 社会教育の推進 

市民が「いつでも、どこでも、だれでも」学べる学習機会や学習情報の提供を図りながら、地区公

民館等を中心に市民のニーズに適した学習活動を支援するため、各種教室・講座の開催等の推進に努

めました。 

急激な社会変化に対応し、豊かで充実した人生を送るための様々な社会的課題の学習機会としての

成人学級や女性の地位向上、教養講座としての女性学級、高齢者の生きがいづくり講座としての高齢

者学級、学校を卒業した知的障害者の社会的自立等を目指したあおぞら青年学級などを開催しました。 

一方、人的諸条件の整備として、社会教育関係職員の資質の向上を図るため、社会教育研究大会等

の開催とともに、研修会・研究大会へ積極的に参加し指導体制の確立に努めました。 

また、社会教育の場を確保するため、市立公民館の施設の適正な維持管理に努めるとともに、地区

住民にとって最も身近な生涯学習の場であり、心のよりどころ、ふれあいの場である自治公民館の活

動促進を図るため、自治公民館新改築費補助金７，２７６千円（５件）を支出し、地域コミュニティ

活動の活性化に努めました｡  

 

第６節 スポーツ・レクリエーションの振興 

高齢社会の到来や生活の利便化など社会環境が大きく変化するなか、子どもから高齢者まで市民一

人ひとりが身近にスポーツに親しめる環境づくりが求められており、「スポーツが盛んで心身ともに健

やかな人と地域づくり」を推進するために、スポーツ・レクリエーション活動の機会の提供と競技力

の向上に努めました。 

 

１．生涯スポーツの振興 

インディアカ、カローリング等の各町ニュースポーツ教室や各種大会の開催、町民スポーツ行事の

活動支援等を行うとともに、第１１回佐賀県さわやかスポーツ・レクリエーション祭を開催するなど、

誰もが気軽にスポーツに親しむ機会の提供に取り組み、生涯スポーツの振興に努めました。これらに

要する経費として１，４２２千円を支出しました。 

また、市民が気軽に参加できる健康づくりの場とともに、本市の魅力を情報発信するため、「歩きた
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くなる街 伊万里ウオーク２００７」を開催する経費として６００千円を支出しました。 

 

２．競技力の向上と見るスポーツの場づくり 

競技スポーツの競技力の向上を図るため、市体育協会や各競技団体等と連携し、中学生野球大会、

高校野球大会、市内一周駅伝競走大会等を開催したほか、全日本卓球選手権大会や全国都道府県対抗

中学バレーボール大会等、全国・九州レベルの大会に出場した競技スポーツの団体等に対し支援を行

うなど、これらに要する経費として４，４４７千円を支出しました。 

また、７月２８日から開催した全国高等学校総合体育大会ホッケー競技大会は、万全な運営体制で

臨むとともに、「もてなしの心」で来訪者を歓迎するなど、市民一体となって大会を盛り上げ、多くの

思い出と感動を与えた大会となりました。この大会を運営した市実行委員会への運営費補助金として

６，１１８千円を支出しました。 

 

３．指導者の養成と指導体制の整備 

生涯スポーツの振興を図るため、社会教育主事（スポーツ主事）を配置し、体育指導委員の活動を

促進するなど、これら指導体制の確立に要する経費として１，８３１千円を支出しました。 

 

４．スポーツ・レクリエーション施設の整備充実 

市民がスポーツに親しめる環境づくりとして国見台体育施設など、既存社会体育施設の適切な維持

管理を図るとともに、国見台陸上競技場の第３種公認更新検定や新たに整備された地域運動広場の支

援などを行いました。これらに要する経費として２８，７１６千円を支出しました。 

 

第７節 人権教育の推進 

市民の人権意識の向上のため、「同和問題講演会」や、人権擁護委員協議会等と連携して「人権の

花運動」、「いじめなしキャンペーン」、「人権週間街頭キャンペーン」を実施するため１，３７０千円

を支出しました。 

また、同和地区周辺地域との相互理解を深め、子どもたちの交流を図るための交流事業及びワイワ

イキャンプ事業を実施し、その経費として１００千円を支出しました。 

 

第８節 地域を支える人づくり 

１．地域づくり活動機会の充実 

次代を創る人材育成として、（財）電源地域振興センターが主催する「次代を創る研修制度」を活用

して１３人（市民７名、職員６名）を派遣し、地域づくりや地域福祉などを研修し、地域を支える人

づくりを実施しました。この経費として、（財）電源地域振興センターから研修旅費の３／４の助成を

受け１，１５９千円を支出しました。 

 

２．地域づくり活動の活性化 

豊かな地域社会を築くためには、地域の活力を培い地域を支える人材が不可欠であり、伊万里学の

推進をはじめ、地域リーダー育成など人材教育のための各種事業を推進するとともに地域活動の中核

的役割を担う社会教育関係団体等の育成に努めました。 

  このため、地域婦人連絡協議会、市子ども会連合会等の社会教育関係団体に対する補助金として

７５３千円支出しました。 
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第２章 地域文化の振興と交流 

第１節 市民文化活動の推進 

１．芸術、文化活動の充実 

個性豊かで薫り高い地域文化の創造は、これからの人づくりや地域活性化の有効な方法です。 

そこで、伊万里が持つ個性豊かな文化が市民のくらしのなかに根づき活かされ、さらに魅力ある地

域文化を築く糧となるよう市民活動の拡大に努めてきました。特に、「伊万里を学び、伊万里を語り、

伊万里を創る」郷土学としての「伊万里学」を伊万里文化創造の理念に据え、市民主役の文化活動の

展開に努めるとともに、地域に根ざした芸術文化や生活文化の振興に努めました。 

また、自らが学び習得したものを人前に発表する機会を提供することは、市民の学習意欲や文化意

識の高揚を図るうえで極めて重要であることから、恒例の第２７回伊万里市美術展を開催しましたが、

年を追う毎に多彩な内容と、レベルの高い作品が数多く出品され、優れた作品の発表・鑑賞の機会と

して好評を得たところです。 

さらに、市民自らの活動の成果の発表の場である「伊万里市文化祭」等を支援しながら文化活動の

活性化を図るため、文化団体等の育成補助を行い、これらに要する費用６７２千円を支出しました。 

伊万里・鍋島ギャラリーでは、世界に誇る鍋島の美に接し、その美しさを堪能してもらうとともに、

郷土の歴史、文化に対する理解を深めるため、館所蔵の優品を紹介する第１２回常設企画展として平

成１９年３月から８月まで「伊万里・鍋島ギャラリー所蔵 鍋島・古伊万里」展３、第１３回常設企

画展として平成１９年８月から平成２０年１月までは｢市立伊万里・鍋島ギャラリー所蔵 鍋島・古伊

万里優品｣展、引き続き第１４回常設企画展として平成２０年２月から７月までは「市立伊万里・鍋島

ギャラリー所蔵 第２回 鍋島・古伊万里優品」展を開催しました。 

これらの期間中に、本市所蔵の鍋島・古伊万里、延べ１１８件１７４点を展示公開し、平成１９年

度は１，８９８人の入館者がありました。伊万里・鍋島ギャラリーの管理運営に要する経費として

３，７５４千円を支出しました。 

市民の自主的な文化活動を支援するため、市民が主体のまちづくり・文化活動として実施された、

第９回伊万里・黒澤映画祭に対し開催負担金２，０００千円を支出し、市内外に対し伊万里をアピー

ルしました。 

また、黒澤明記念館サテライトスタジオの維持管理に対して支援を行い、映画文化の情報を市内外

に発信し、市民文化の向上を図りました。この経費として７，１３１千円を支出しました。 

一方、市民の文化活動の拠点である市民センター並びに市民会館は、ともに多くの市民の方々にご

利用いただいており、市民センターについては、空調機中央監視装置制御盤の備品購入費として

４，９００千円、正面玄関の自動ドアのセンサー部が故障したため、その改修費用として４９４千円

を支出し、快適で、安全な環境づくりに努めました。また、施設運営業務委託料として１８，５３１

千円を、機械設備等の点検整備業務委託料として１２，５０６千円を支出しました。 

市民会館については、大ホール冷暖房設備、会議棟ガス配管取替、その他設備改修費用として、 

１，００４千円、駐車場の区画線補修工事に要する経費として３９３千円を支出し、また、施設運営

業務や機械設備等の業務委託料として８，１６４千円を支出しました。 

さらに、市民センター自主事業として伊万里秋祭りプレイベント「堀内 孝雄コンサートツアー

２００７～‘０８」及び子ども文化ふれあい事業「忍たま乱太郎＆キッズコンサート」、さわやか健康

づくり大学の公開講座‶笑って笑って健康を"と題して「林家 正蔵独演会」の３公演を開催しました。 

カルチャー入門講座としては、「親子でお菓子づくり教室」や「茶道教室」、「男の料理教室」の３講

座を開講し、市民文化の向上に努め、これら文化事業の費用として１１，６１８千円を支出しました。 
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平成１６年度～１８年度に実施した市民文化フォーラムや文化振興懇話会などの成果を踏まえ、伊

万里にふさわしい博物館・美術館の基本構想を策定するため、策定委員会を設置しました。１９年度

は専門家によるワーキング会議を延べ２回、策定委員会を延２回開催し、基本理念などの基本的な事

項について協議を行いました。これらに要した経費として８２千円を支出しました。 

 

２．芸術、文化の創出 

平成１１年７月に中心市街地にオープンした「黒澤明記念館サテライトスタジオ」は、平成１９年

度末までの入館者累計が３８万人を超え、本市の観光・文化などの情報発信拠点として定着している

ところです。 

本記念館の建設については、今日の厳しい経済情勢の中、建設主体である黒澤明文化振興財団にお

いて建設構想の見直しが行われ、平成１５年１１月に、従前の観光施設的要素に加え、芸術文化や教

育関連事業が中心となる「映画芸術の複合文化施設」へと計画の方針転換がなされました。 

同財団においては、平成１９年度は、新構想に沿った本記念館の建設実現に向けた活動として第３

回目を迎えた「黒澤明記念ショートフィルム・コンペティション」の開催事業に取り組まれ、一定の

成果を上げられたところです。さらに、その成果を踏まえ、建設実現に向けた具体的な推進計画、資

金計画等の策定に鋭意取り組まれたところです。 

このような中、市としては本記念館の早期建設に向け、財団との協議を行うとともに、財団活動を

支援するなど、これらに要した経費として８２千円を支出しました。 

古陶磁美術館として世界的にも高い評価の「財団法人戸栗美術館」（東京都渋谷区）が大川内山にお

いて計画されている新美術館建設については、平成１８年７月に買収を完了された山側計画地が、地

質調査等の結果、地すべりの危険性があることが判明したため、安全性を最優先させ検討した結果、

平地が少ない地形条件において、新たに伊万里・有田焼伝統産業会館用地を建設地とする「計画変更

案」をとりまとめましたが、地元・窯元組合等との調整がつかず計画変更案は白紙に戻りました。 

その後、打開策を見出すことができないか、戸栗美術館と協議を重ねてまいりましたが、明確な方

向性を見出せない状況の中、１０月には、戸栗 亨理事長が亡くなられるという事態に直面し、検討

作業も中断せざるを得なくなりました。 

新理事長となられた長男と今後の方針について協議した結果、新美術館の建設に対する考え方に変

わりがないことが確認でき、３月には戸栗美術館において購入された用地の川沿いに、シダレ桜の植

栽を行っていただきました。 

これら美術館との協議に要する経費として、１，７２１千円を支出しました。 

 

第２節 伊万里学の推進 

伊万里の歴史・文化・風土・人物・産業などに学び、それらを素材にして考え、まちづくりにつな

げる学習と実践活動を伊万里学の基本理念として、新しい文化が息づく伊万里市づくりに取り組んで

います。 

この活動をさらに普及拡大するため、新しい発想を加えながら様々な事業の展開に積極的に取り組

み「伊万里学」の確立に努めて参りました。殊に、「伊万里学」の普及活動の一つとして、親しまれ

てまいりました「市民音楽祭」を１２月に開催し、練習をとおしての世代間交流やステージから流れ

る美しい調べに、歌う人と聴衆が一体となり、心豊かな機会とすることができました。 

また、地域の特性を生かした伊万里学を推進するため、市内の１３地区と生涯学習センターに「伊

万里塾」を開設し、その経費として７００千円支出しました。 
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第３節 文化財の保護と継承 

地域の自然や風土の中で育まれ、継承されてきた有形、無形、民俗、記念物などの文化遺産は、市

民の生活に誇りと潤いをもたらす源泉であり、これからの新たな地域創造の有効な素材となるもので

す。 

歴史民俗資料館では、伊万里市博物館・美術館づくりをすすめる会との協働開催事業として｢第８回

市民所蔵品展｣を、１０月中に２５日間開催しました。今回は｢日本画・水墨画・浮世絵・版画｣をテー

マとして募集したところ２６名の市民の方から、日本画、水墨画の屏風や掛け軸など、２６件３１点

の出品があり、期間中に３０７名の入館者があり、市民の歴史や文化など、ふるさとに対する関心を

高める事業として効果がありました。歴史民俗資料館の平成１９年度の全入館者は１，４３９名を数

えました。併せて資料館のボランテイアスタッフの募集を行い、４名の申込者があり、２０年度から資

料整理や解説等に加わって頂く計画ですすめています。歴史民俗資料館の管理運営に要する経費とし

て２，７９６千円を支出しました。 

陶器商家資料館では、建物（市重要文化財 旧犬塚家住宅）の公開と併せて「古伊万里」などの古

陶磁器や、商家に関する文書や調度品などの展示を行いました。陶器商家資料館の平成１９年度中の

全入館者は４，６０４名を数えました。陶器商家資料館の管理運営に要する経費として２，１４５千

円を支出しました。 

また、大川内山の秋の窯元市に協賛して伝統産業会館においても、本市が所蔵する古陶磁器を広く

一般に展示公開し、伊万里の歴史的・文化的特徴の理解を深めるものとして成果がありました。 

埋蔵文化財は地域の歴史や文化の成り立ちを正しく理解する上で欠くことのできない国民共有の貴

重な歴史的財産です。このため開発事業との調整を図り埋蔵文化財の保護を円滑に進めるために、

２２５件の開発申請等について調整を行い、さらに１４件の確認調査を実施する経費として国等の補

助事業を活用して１，００３千円を支出しました。 

また、平成１０年度に埋蔵文化財の保護と開発の調整を図るため、黒川松島線バイパス工事に伴う

宮ノ前北遺跡Ｄ地点の発掘調査を行いました。平成１７年度からは県からの委託を受けて報告書作成

のための整理作業を実施しており、１９年度は原稿執筆、編集を実施して報告書を刊行し、また遺物

収納作業を実施しました。報告書により当遺跡の発掘調査成果を詳細に明示することができ、伊万里

の古代史を知る貴重な資料として利活用できるようになりました。これらに要した経費として３５１

千円を支出しました。 

カブトガニ保護活動の理解者を拡充し、今後の保護活動を充実させるため、カブトガニの生体展示

を平成１８年度から行っております。１９年度は４月から７月１２日まで、市役所市民ロビーで飼育

展示し、カブトガニの産卵時期に合わせた７月１３日から８月２６日までは多々良海岸隣接の民間倉

庫で、その後は再び市役所市民ロビーで飼育展示を行いました。これらに要した経費として３２３千

円を支出しました。 

伊万里市内には約８０ヶ所の窯跡が所在していますが、いくつかの窯跡は何度も盗掘被害をうけて

います。この貴重な文化財を保護するため窯跡保存対策業務として、警告看板の製作と設置、盗掘跡

の埋め戻しなどを実施し、これらに要した経費として４０千円を支出しました。 

 

第４節 市史の編さんと活用 

市史編さん事業は、平成１８年度末までに本編１２巻、副読本１冊の発刊し完了しましたので、販

売に力を注ぎました。 

その結果、９８５冊の販売冊数と、３,５９４千円の販売額をあげました。 
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第５節 国際交流の展開 

１．異文化との交流の推進 

（１）国際理解の増進・国際感覚のかん養 

地方の国際化が進むなか、市民が他の国の文化を理解し、国際感覚を身につけるよう、外国語教

室の開催や交流事業などの活動を展開している伊万里市国際交流協会を支援するため、１８０千円

を支出しました。  

 

（２）人材・文化・スポーツ・経済交流の促進 

本市の国際交流は、伊万里湾を活用した国際交易基地を目指すなかで、特に本市と至近距離にあ

り、港という共通性を持つ中国大連市との交流事業を推進しています。 

まず、人材交流事業については、大連市国際人材交流協会から１３人目となる公務研修生を受入

れ、その費用として公務研修生受入事業に１，５６９千円を支出しました。 

 

２．受け入れ態勢の整備 

外国人の受け入れ態勢を強化するための国際交流専門員１名を配置し、その費用として、２，１５９

千円を支出しました。  

また、大連市で開催されました「２００７中国大連・日本地方都市トップフォーラム」に参加する

とともに、両市の友好交流２０周年を記念して「友好交流都市」の締結を行いました。 

１１月には、７６名からなる市民訪問団を大連市に派遣し、太極拳、書道、図書館ボランティア活

動等の市民レベルの交流を行いました。それらの費用として４，０７２千円を支出しました。 
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第５部 参加と連携によるまちづくり 

 

第１章 市民参加の促進 

第１節 情報公開の推進 

市民の「知る権利」を制度的に保障するとともに、市民の「市政参加」を促進し、公正でより開か

れた市政の実現を目的として、平成１２年４月より情報公開条例がスタートしました。さらに高度情

報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が拡大していることから、本市が保有する個人情報を保護す

るために適正な取り扱いについて基本的な事項を定めるとともに、個人の権利利益を保護することを

目的として「伊万里市個人情報保護条例」を制定し、平成１５年８月１日から施行し、適正な運用を

行っています。これらの審査会委員報酬などの経費として５１７千円を支出しました。 

 

第２節 広報広聴機能の充実 

１．広報の充実 

  広報活動は、それぞれの部門（部、課等）で適宜行っているところですが、その中心となる広報紙

は、毎月１日に「広報伊万里」、１５日に「市役所だより」、毎年４月に「予算特集号」を発行してお

り、本市が行う諸施策を市民に広く周知するため、事業の考え方、取り組み方などを、カラーやイラ

ストなどを使って、見やすく親しみやすい紙面とするとともに、行政と市民との情報交換の場として、

特に市民の関心が高い事項については、特集記事の編集に取り組みました。 

  そのなかで、中学生の広報係での職場体験および大学生の福祉課での職場体験を、それぞれ体験リ

ポートとして広報紙に掲載するなど、市民の目線に立った広報の紙面づくりを協働で行うことにより、

市民参加の推進に努めました。 

  また、視覚障害のある人たちに市政の動きを知らせるため、ボランティアグループ「麦の会」の協

力を得て、点字「広報伊万里」、「市役所だより」を毎月発行するほか、ボランティアグループ「こだ

ま会」の協力を得て、「広報伊万里」の朗読テープを３２人に毎月届けました。 

  市外へは、「いまり」の名がついた全国の会社や事業所に毎月広報紙を送り、お互いの交流を深め

ることによって、市外において伊万里をＰＲする拠点づくりを進めました。 

こうした事業に要した経費として１０，８８４千円を支出しました。 

 ●広報伊万里 （毎月１日発行）  １回当たり   約２０，８００部 

 ●市役所だより（毎月１５日発行） １回当たり   約２０，４００部 

 ●予算特集号 （４月発行）     年１回      約２０，３８０部 

●点字の広報伊万里・市役所だより（毎月１日・１５日発行） 各１２部 

 ●声の広報（毎月１日発行）            （テープ）１２本    

 ●放送施設利用の市役所だより「こんにちは市役所です」 

  ・伊万里ＣＡＴＶ  毎週月、水、金曜 １日５回 

（９：１０～、１２：１０～、１５：１０～、１８：１０～、２１：１０～ )    

ＣＡＴＶを利用した広報については、平成９年度から開始し、現在は「こんにちは市役所です」と

いうタイトルで市役所からのお知らせを定期的に放送しているほか、市議会中継や市が主催する講演

会、文化行事などの各種情報を提供するとともに、消防署や市役所に設置した機器によって緊急情報

を提供しました。これらの番組制作や放送委託料として４，５０１千円を支出しました。 

市ホームページについては、各課からのお知らせや会議イベント情報等の行政情報を毎月約１００件

提供し、アクセス数は月々３１，０００件にのぼり、前年度比１９％の伸びとなっています。 
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２．広聴機能の充実 

（１）タウンミーティング・伊万里っ子ポスト・パブリックコメント手続き 

市長自身が市民と直接対話し、市民の生の声を市政に反映するとともに、市政の現状やこれから

の方向性をわかりやすく説明することを目的に平成１４年度から「さわやか伊万里タウンミーティ

ング」を開始し、平成１６年度までで市内各町公民館で開催し、市内を一巡しました。平成１８年

度からは「市長と語ろう！夢・未来塾」に名称変更し、内容の充実と多様化を図りましたが、平

成１９年度は「ふたさと生活体験通学塾」に参加した子どもや指導者たち（青少年健全育成）、新

成人式実行委員会の若者たち（若い力と伊万里の未来）、牧島地区の「菜の花まつり実行委員会」

のみなさん（地域の元気と地域づくり）と、それぞれ対象とテーマとを絞って、３回開催しまし

た。 

また、市民に開かれた市政、市民との協働による市政の実現を目指して、市民からの建設的な意

見、提案を得るために設置している「伊万里っ子ポスト」には、２２件の提案があり（提案者数

１６人）、それぞれについて検討を行い、できるものから行政施策の中で取り組みました。 

平成１７年度４月より、市民の市政への参画の機会を提供することにより公正を確保するととも

に、市の市民に対する説明責任を果たすことで行政運営の透明性の向上を図り、もって市民との

協働によるまちづくりの推進に資することを目的として「パブリックコメント手続き」を実施し、

伊万里市スポーツ振興計画等３件を市民に図りました。 

（２）市民相談業務 

市民相談業務として各種相談日を開設しており、行政相談１２日、人権相談２４日、法律相談

２４日、社会保険相談５０日、消費生活相談１４６日、司法書士による暮らしのトラブル相談１２

日、公証人による暮らしの知恵相談１２日を設定しました。延べ２８０日で４，４１１件の相談が

ありました。これらの経費として４，２５２千円を支出しました。 

 

第３節 市民と行政の協働 

１．市民参加の促進 

市民と行政の協働を推進するため、市民から楽しいゆめのあるまちづくり計画やアイディアを募集

し、民間企業や公募市民等からなる｢２１世紀市民ゆめづくり協議会｣が審査する「２１世紀市民ゆめ

づくり計画支援事業」を平成１４年度から実施しています。６年目にあたる今年度は、平成１７年度

と平成１８年度からの継続事業で｢伊万里わくわく映像塾事業｣など３事業と今年度新たに採択しまし

た｢伊万里の地域活性化と観光振興事業｣など２事業を支援するため、これらの事業に対し補助金

２，８４３千円を支出しました。 

また、市民と事業所と市の協働による食のまちづくりを推進するため、「食のまちづくり推進委員

会」の企画・運営による食育をテーマとした「食のまちづくりフォーラム」を２月３日、立花公民館

で開催するとともに、同委員会に食育研究会を設置し食育推進基本計画（案）を策定しました。これ

らに要する経費として１，２６９千円を支出しました。さらに、食のまちづくり推進計画のひとつと

して平成１７年度に立ち上げた「伊万里・食と農を考える会」により、ふるさと薬膳レストランとあ

わせて地元の旬の食材を伊万里焼の器に盛って展示する「食と器のコラボ」を４回開催しました。こ

の事業の実施にあたっては、国庫補助事業を活用し、２，５６３千円を支出しました。 

さらに、市民参加の行政を推進するためには、市民への積極的な情報の公開と提供が必要です。そ

こで市職員が情報提供のひとつとして直接地域に出向き、行政について市民に説明する「まちづくり

出前講座」を実施しています。今年度は４８団体から申請があり、「ゴミの分別とリサイクル」や
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「伊万里の文化財」などの講座を８２回開催し、延べ３，８０６名の受講がありました。 

 

２．地域づくりの推進 

地域社会における自治意識と連帯感を醸成し、地域課題の解決や身近なまちづくりを実践していく

「地域の元気推進事業」を新規事業として立ち上げました。今年度は市内１３地区で住民説明会を開

催するとともに、市職員を対象とした説明会を開催し、他地区の先導的役割となるモデル２地区を選

定することができました。これらに要する経費として１，１４１千円を支出しました。 

 

３．活動拠点の整備 

  市民活動団体の活性化を促し、情報発信・交流の拠点施設として、平成１８年度に解散した伊万

里・北松地域広域市町村圏組合の電子計算センター跡を改修し、「伊万里市民交流プラザ」の整備を行

いました。市民交流プラザは「市民活動支援センター」と「障害者生活支援センター」の複合施設で

あり、この整備費用として工事請負費など２３，８１９千円を支出しました。 

 

４．定住の促進 

市外からの転入による定住の促進と人口の増加を図るため、「伊万里市定住サポートセンター」を

開設し、住宅や就職、子育て支援などに関する情報の発信に努めるとともに、全庁的な推進体制とし

て、関係部署による連絡会議を設置しました。特に、誘致企業等に対する情報提供は喫緊の課題であ

ったことから、企業誘致の担当部署に専用の相談窓口を設置しました。 

また、新たに「伊万里市マイタウン定住促進条例」を制定し、転入者に対する奨励金を交付するた

めの制度を創設したほか、転入に際し必要とされる情報を掲載したパンフレットを作成し、市内の企

業等７５社に訪問や郵送により周知を図るとともに、東京及び大阪における定住相談会に参加し、本

市へのＵＪＩターンに関する広報活動を実施するなど、９９千円を支出しました。 

こうした活動の成果として、５１件の本市への定住に関する問い合わせがありました。 

 

第４節 男女協働参画社会の形成 

１．男女平等意識の醸成 

男女協働参画社会の実現を目指し、人権尊重の意識の普及と高揚を図るため、男女共同参画宣言都

市を記念して「女
ひと

と男
ひと

 きらめきフォーラムｉｎ伊万里」を開催しました。フォーラムの企画・運営

については、市民と行政とが協働して男女協働参画行政の推進を図ることを目的として発足した男女

協働参画懇話会「第７期いまりプラザ」に行っていただきました。 

また、平成１４年度に策定した男女協働参画推進計画の中間年にあたることから、市民意識調査等

を実施し見直しを行い、推進計画を策定しました。 

これらの事業に要した経費として１，２１３千円を支出しました。 

 

第２章 地域連携の推進 

第１節 地域連携の推進 

行政区域の枠を越えた広域的な機能の分担等により、新たな地域発展の機会を創出し、豊かで個性

的な自立した地域社会の形成を目指し、都市間連携を推進しています。 

佐世保、北松圏との連携を深める西九州北部地域開発促進協議会をはじめ、伊万里湾・窯業圏域経
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済活性化対策協議会及び北松浦半島振興対策協議会において広域的活動に取り組み、これらの協議会

に対し負担金として３７０千円を支出しました。 

また、松浦市との県境を越えた連携を研究する環・伊万里湾核都市研究会に対し負担金７９千円を

支出しました。 

 

第３章 自治体経営の効率化 

第１節 行政運営の効率化 

１．組織能力の向上 

（１）職員研修事業 

少子・高齢化、国際化、高度情報化など社会情勢が著しく変化するなかで、市民のニーズに的確

に対応するためには、これまでの実務処理能力に加えて、社会の要請を敏感に感じ取る能力、新た

な分野に柔軟に対応しうる適応力等、職員一人ひとりの能力向上が求められています。 

職員研修においては、職員個々に目を向けた計画的な能力開発等を推進するために、新規採用職

員研修・監督者研修などの階層別研修や、行政実務上の課題についての専門別研修、自治大学校や

県等への派遣研修を実施しました。 

特に、民間企業等体験研修においては、職員１４名を民間企業へ５日間派遣して、民間企業の顧

客に対する考え方や、接遇マナー等の習得に努めました。 

さらに、多様化する社会に対応できる能力開発を目的とした政策企画研修においては、「みんなで

つくる『伊－マップ』」「新しい交通システムの提案」をテーマとして、企画力・分析力に優れた政

策スタッフの育成に努めました。 

一方、「透明で納得性の高い、頑張った者が報われる人事制度」の構築を目的とした新たな人事評

価システムの導入に向けて、全職員を対象とした試行を開始しました。 

 

２．作業の合理化 

庁内の行政事務の効率化を図るため、グループウエアや文書管理、財務会計、行政評価、ＣＡＤ

等のシステムをネットワーク上で運用していますが、これら全庁ネットワーク及びシステムの運用

管理及び保守、リース料等８２，９４７千円を支出しました。 

また、税や住民基本台帳等の基幹的な電算業務については、１９年３月末の広域圏電算センター

の廃止に伴い、４月より単独導入を行い、システム保守料、リース料等８５，６２３千円を支出し

ました。 

文書事務については印刷やコピー量、郵便料の節減に努め、文書の電子化による紙使用量の抑制

を段階的に実施しており、これらの経費として４，８２６千円を支出しました。 

また、駐在員等への文書の配布を平成１９年度から障害者の自立を目指し、信書便事業者と

なったＮＰＯ法人「小麦の家」に委託しており、この事業に２，４８２千円を支出しました。 

さらに、平成１６年度から平成１７年度にかけて戸籍の電算化に向けて、まず平成１６年度は現在

戸籍のセットアップ作業を行い、平成１７年２月から現在戸籍と戸籍附票の電算処理を開始し、また、

平成１７年１０月からは、除籍・改製原戸籍の電算処理を開始しました。その結果、窓口での証明発

行にかかる時間が大幅に短縮でき、窓口サービスの向上を図りました。 

平成１９年度は、戸籍電算化業務委託料（全体経費１５５，１２２千円）として３３,００３千円及

び戸籍電算システム借上料等として１０，３３２千円で、合計４３，３３５千円を支出しました。 
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３．行政事務の効率化 

地方分権時代にふさわしい自主・自律の行政運営を目指し、第４次行政改革大綱に基づき、民間

活力の導入を推進するための「伊万里市アウトソーシング指針」及び「同推進計画」を策定し、そ

の中で民間事業者等から委託化・民営化する提案等を募集する「提案型公共サービス民営化制度」

を実施するとともに、これらの行政改革の推進内容等を審議する「行政改革推進会議」等を開催し、

これらに要する費用として１２４千円を支出しました。 

組織の統廃合等については、農業委員会の組織の簡素化・効率化を図ることから、庶務振興係と

農地係の２係を統合し１係としました。また、地域分権型まちづくりを推進するため、「地域の元気

推進係」を男女協働・まちづくり課内に新設しました。さらに、第４工業用水道について平成２１

年度の給水開始に向け、室内に新たに第４開発係を設置することで、体制を強化し、建設事業の推

進を図りました。 

自治体を経営するという観点から、財源や人材など限られた資源を有効かつ効率的に活用し、成

果重視の行財政運営の実現に繋げる行政評価システムを導入しており、評価精度の向上や職員の意

識改革等を図るために外部専門委員による点検会を実施し、委員報酬等として１８８千円を支出し

ました。 

統計業務については、産業や経済振興をはじめ様々な行政施策を立案するための基礎資料を作成す

るものであり、市町村を経由して実施される就業構造基本調査他５種の統計調査を実施しました。こ

れらに要する経費として３，９２７千円を支出しました。 

 

４．総合計画の策定準備 

本格的な人口減少社会の到来や高度情報化、グローバル化の進展をはじめ、国における「国土形成

計画」の策定など、新たな時代の要請に柔軟に対応し、個性あふれる伊万里市づくりを進めていくた

め、平成１９年度および２０年度の２か年の事業として、「第５次伊万里市総合計画」の策定を進め

ています。 

平成１９年度は、本市の現況分析等の都市診断や固有課題の整理をはじめ、計画策定に必要な基礎

データの収集や市民意識調査結果の分析などの総合計画策定支援業務を委託するとともに、本市の各

種施策における課題や今後の方向性等について、市民の意向を把握するため、「まちづくり市民会

議」を開催するなど、５，１４１千円を支出しました。 

 

第２節 健全な財政運営 

自主財源の根幹をなす市税については、誘致企業の好調な業績により大幅に伸びた法人市民税や税

源移譲による個人市民税の増加により、現年度調定総額は前年度に比べ２，２１９，３７８千円、３

８．９％の増となり、現年、滞納繰越分あわせた収納総額は、２，１９９，６０６千円、３８．９％

の増となりました。 

本市の財政においては、前述のとおり税収面において増収となりましたが、以前から続く国の三位

一体改革による地方交付税や国庫補助負担金の大幅な削減がいまだに尾を引いており、また、今後の

見通しとして中学校の改築、第４工業用水道の開発、中核的病院の整備、さらには広域ごみ処理施設

の建設など大型プロジェクト事業が目の前に迫っており、大幅な財源不足に陥ることが予想されるた

め、平成１６年、平成１８年に策定した財政健全化計画、第２次財政健全化計画における種々の財政

健全化の方策に着実に取り組むとともに予算編成においては、平成１８年度に引き続き、枠配分方式

を実施し、歳入見通しに応じた事業計画の立案を徹底するなど歳出経費を極力抑制した予算の編成を
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行い、財政の健全運営に努めました。 

 

第３節 地方分権の推進 

地方分権が本格化するなか、住民に身近な行政サービスの向上等を図るため、県から権限移譲を積

極的に受け入れてきました。平成１９年度は新規に２事務の移譲を受け、合計７５事務となりました。 

 


